
＜本市における措置＞
(1)情報セキュリティ研修について
・全職員を対象として情報セキュリティ研修を毎
年度実施（ｅラーニング形式）し、個人情報の取
扱いを含めた情報セキュリティに関する基礎的
な知識の習得及び情報セキュリティに対する意
識の向上を図っている。
・新規採用職員を対象とした研修、情報セキュリ
ティ責任者（課長）を対象とした研修、希望者を
対象とした研修等、それぞれの役割に応じた特
別研修を毎年度実施（集合研修形式）してい
る。
・外部講師（福岡県警のサイバーテロ対策の専
門家やJ-LISより派遣される講師等）を招き、情
報セキュリティ講習会の開催を行っている。

(2)情報セキュリティに係る各種周知について
・情報セキュリティポータルや情報セキュリティ
ニュース、注意喚起等により、情報セキュリティ
ポリシー等各規程の内容や情報セキュリティに
関する様々な情報を積極的に周知し、職員の意
識向上を図っている。
・個人情報の適切な取り扱いや情報セキュリ
ティポリシー等に基づき遵守すべき事項につい
て情報公開室等と連携して通知する等、情報セ
キュリティに関して継続的に周知を行っている。

＜本市における措置＞
(1)研修について
・全職員を対象とした情報セキュリティ研修を毎
年度実施（ｅラーニング形式）し、個人情報の取
扱いを含めた情報セキュリティに関する基礎的
な知識の習得及び情報セキュリティに対する意
識の向上を図っている。
・情報セキュリティ及び個人情報の取扱いにつ
いて、新規採用職員を対象とした研修、情報セ
キュリティ責任者及び担当課個人情報保護責
任者（課長）を対象とした研修等、それぞれの役
割に応じた特別研修を毎年度実施（集合研修
形式）している。
・外部講師（福岡県警のサイバーテロ対策の専
門家やJ-LISより派遣される講師等）を招き、情
報セキュリティ講習会の開催を行っている。

(2)各種周知について
・情報セキュリティポータルや情報セキュリティ
ニュース、注意喚起等により、情報セキュリティ
ポリシー等各規程の内容や情報セキュリティに
関する様々な情報を積極的に周知し、情報セ
キュリティについての職員の意識向上を図って
いる。
・個人情報の適切な取り扱いや情報セキュリ
ティポリシー等に基づき遵守すべき事項につい
て関係課と連携して通知する等、情報セキュリ
ティ及び個人情報の取扱いに関して継続的に
周知を行っている。

事後

平成28年7月1日

Ⅲ-7.特定個人情報の保管・
消去 ⑨過去３年以内に、評価
実施機関において、個人情報
に関する重大事故が発生した
か その内容

システムのデータ更新のため、区役所へＤＶＤ
で個人情報データを運搬していた委託業者が、
運搬中の交通機関車内にＤＶＤを置き忘れた。

平成28年7月1日

Ⅲ-7.特定個人情報の保管・
消去 ⑨過去３年以内に、評価
実施機関において、個人情報
に関する重大事故が発生した
か 再発防止策の内容

ＤＶＤで運搬していたデータを、専用線による伝
送方式にシステムを改修した。

自己点検方法の記載内容を
実態に合わせた内容に修正し
ただけであり、重要な変更に
当たらず、事前の提出・公表
が義務付けられない。

＜本市における措置＞
年に1回、評価書の定期見直し時に行う自己点
検チェックの中で、評価書の記載内容が運用実
態と相違がないことも含めて確認している。

事後

（別表第二における情報提供の根拠）
・番号法第１９条第７号　別表第ニの１、２、３、
４、６、２６、３０、３３、３９、４２、５６の２、５８、６
１、６２、８０、８７、９０、９４、９５、１１７の項

（別表第二における情報提供の根拠）
・番号法第１９条第７号　別表第ニの１、２、３、
４、６、８、１１、２６，３０、３３、３９、４２、５６の
２、５８、６１、６２、８０、８７、９０、９４、９５、１０
８、１１７の項

事後

番号法別表第二の改正に伴う
追記であり、重要な変更に当
たらず、事前の提出・公表が
義務付けられない。

平成28年7月1日
Ⅳ-2.従業員に対する教育・啓
発 具体的な方法

制度改正に伴う事務の追記で
あり、重要な変更に該当する
項目ではなく、事前の提出・公
表が義務付けられない。

平成28年7月1日

発生日（平成25年6月）より3年
経過することに伴う記載内容
の変更であり、重要な変更に
該当する項目ではなく、事前
の提出・公表が義務付けられ
ない。

※記載削除 事後

発生日（平成25年6月）より3年
経過することに伴う記載内容
の変更であり、重要な変更に
該当する項目ではなく、事前
の提出・公表が義務付けられ
ない。

平成28年7月1日
Ⅱ-3.特定個人情報の入手・
使用 ①入手元

その他（福岡県国民健康保険団体連合会、福
岡県後期高齢者医療広域連合、共済組合　等）

その他（福岡県国民健康保険団体連合会、福
岡県後期高齢者医療広域連合、共済組合、地
方公共団体情報システム機構　等）

（※追加記載）

・情報の流れ（図）
⑱非課税年金情報

「日本年金機構・共済組合→福岡県国民健康
保険団体連合会→介護保険システム」
・備考
＜日本年金機構、共済組合との情報連携＞
⑱国民健康保険団体連合会を経由して、日本
年金機構及び共済組合より、非課税年金受給
者の情報を得る。

事後

平成28年7月1日
Ⅱ-2.基本情報 ④記録される
項目 その妥当性

・年金関係情報：保険料の算定や給付費の支
給決定、年金からの保険料の特別徴収を行うた
め。

・年金関係情報：保険料の算定や給付費の決
定、負担限度額の認定、年金からの保険料の
特別徴収を行うため。

事後

Ⅱ-2.基本情報　⑤保有開始
日

平成27年11月（予定） 平成27年12月 事後

実際の保有開始日に記載内
容を変更するものであり、重
要な変更に該当する項目では
なく、事前の提出・公表が義務
付けられない。

※記載削除 事後

発生あり 発生なし 事後

発生日（平成25年6月）より3年
経過することに伴う記載内容
の変更であり、重要な変更に
該当する項目ではなく、事前
の提出・公表が義務付けられ
ない。

平成28年8月8日

Ⅰ-6.情報提供ネットワークシ
ステムによる情報連携 ②法
令上の根拠

情報セキュリティだけでなく、
個人情報の取扱いに関する内
容の追記に伴う記載内容の変
更であり、重要な変更に当た
らず、事前の提出・公表が義
務付けられない。

平成28年7月1日 Ⅳ-1.監査 ①自己点検

＜本市における措置＞
年に１回、担当部署内において実施している自
己点検に用いるチェック項目に、「評価書の記
載内容通りの運用がなされていること」に係る
内容を追加し、運用状況を確認する。

事後

「住民基本台帳ネットワークシ
ステム」の入手元を正しく記載
するものであり、重要な変更
に当たらず、事前の提出・公
表が義務付けられない。

平成28年7月1日

Ⅲ-7.特定個人情報の保管・
消去 ⑨過去３年以内に、評価
実施機関において、個人情報
に関する重大事故が発生した
か

提出時期

制度改正に伴い情報（個人番
号を含まない）の流れを追記
したものであり、重要な変更に
当たらず、事前の提出・公表
が義務付けられない。

平成28年7月1日

Ⅰ-1.特定個人情報ファイルを
取り扱う事務　②事務の内容
（別添１）事務の内容 介護保
険給付に関する事務

（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載
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提出時期 提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載

平成29年1月27日
Ⅰ-1.特定個人情報ファイルを
取り扱う事務　②事務の内容

介護保険法及び福岡市介護保険条例等の規定
に基づき、介護保険の被保険者資格、保険料
賦課・徴収、要介護（要支援）認定、給付に関す
る事務を行っている。

介護保険法及び福岡市介護保険条例、福岡市
介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関
する条例等の規定に基づき、介護保険の被保
険者資格、保険料賦課・徴収、要介護（要支援）
認定、給付、介護予防・日常生活支援総合事業
（総合事業）に関する事務を行っている。

事前
①重要な変更（特定個人情報
を取り扱う事務の追加に伴う
追記）

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
（別紙１） 提供先21

（※追加記載）

提供先21
都道府県知事
①法令上の根拠
番号法第19条第7号別表第二第8の項
②提供先における用途
児童福祉法による里親の認定、養育里親の登
録又は障害児入所給付費、高額障害児入所給
付費若しくは特定入所障害児食費等給付費の
支給に関する事務であって主務省令で定めるも
の
③提供する情報
介護保険給付等関係情報であって主務省令で
定めるもの
④提供する情報の対象となる本人の数
10万人以上100万人未満
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲
介護保険の被保険者（資格喪失者含む）
⑥提供方法
情報提供ネットワークシステム
⑦時期・頻度
情報提供ネットワークシステムを通じて特定個
人情報の提供依頼のあった都度

事後平成28年8月8日

平成28年8月8日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
（別紙１） 提供先23

（※追加記載）

提供先23
都道府県知事又は市町村長
①法令上の根拠
番号法第19条第7号別表第二第108の項
②提供先における用途
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律による自立支援給付の支給
又は地域生活支援事業の実施に関する事務で
あって主務省令で定めるもの
③提供する情報
介護保険給付等関係情報であって主務省令で
定めるもの
④提供する情報の対象となる本人の数
10万人以上100万人未満
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲
介護保険の被保険者（資格喪失者含む）
⑥提供方法
情報提供ネットワークシステム
⑦時期・頻度
情報提供ネットワークシステムを通じて特定個
人情報の提供依頼のあった都度

事後

番号法別表第二の改正に伴う
追記であり、重要な変更に該
当する項目ではなく、事前の
提出・公表が義務付けられな
い。

平成28年8月8日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
（別紙１） 提供先22

（※追加記載）

提供先22
市町村長
①法令上の根拠
番号法第19条第7号別表第二第11の項
②提供先における用途
児童福祉法による障害児通所給付費、特例障
害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障
害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談
支援給付費の支給又は障害福祉サービスの提
供に関する事務であって主務省令で定めるもの
③提供する情報
介護保険給付等関係情報であって主務省令で
定めるもの
④提供する情報の対象となる本人の数
10万人以上100万人未満
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲
介護保険の被保険者（資格喪失者含む）
⑥提供方法
情報提供ネットワークシステム
⑦時期・頻度
情報提供ネットワークシステムを通じて特定個
人情報の提供依頼のあった都度

事後

番号法別表第二の改正に伴う
追記であり、重要な変更に該
当する項目ではなく、事前の
提出・公表が義務付けられな
い。

番号法別表第二の改正に伴う
追記であり、重要な変更に該
当する項目ではなく、事前の
提出・公表が義務付けられな
い。
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提出時期 提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載

平成29年1月27日

Ⅰ-6.情報提供ネットワークシ
ステムによる情報連携 ②法
令上の根拠

（別表第二における情報提供の根拠）
・番号法第１９条第７号　別表第ニの１、２、３、
４、６、８、１１、２６，３０、３３、３９、４２、５６の
２、５８、６１、６２、８０、８７、９０、９４、９５、１０
８、１１７の項
・行政手続きにおける特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律別表第二の主
務省令で定める事務及び情報を定める命令
第２条、第３条、第６条、第１９条、第２５条、第３
０条、第３２条、第３３条、第４３条、第４４条、第
４７条
（別表第二における情報照会の根拠）
（中略）
・行政手続きにおける特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律別表第二の主
務省令で定める事務及び情報を定める命令
第４６条、第４７条

（別表第二における情報提供の根拠）
・番号法第１９条第７号　別表第ニの１、２、３、
４、５、６、８、１１、１６の２、２２、２６、３０、３３、
３９、４２、４３、５６の２、５８、６１、６２、８０、８
１、８７、９０、９４、９５、９７、１０８、１０９、１１７、
１１９の項
・番号法別表第二の主務省令で定める事務及
び情報を定める命令　第２条、第３条、第５条、
第６条、第７条、第１０条、第１２条の２、第１５
条、第１９条、第２５条、第２５条の２、第３０条、
第３２条、第３３条、第４３条、第４３条の２、第４
４条、第４７条、第４９条、第５５条の２、第５９条
の３
（別表第二における情報照会の根拠）
（中略）
・番号法別表第二の主務省令で定める事務及
び情報を定める命令　第４６条、第４７条

事後

番号法別表第二の主務省令
の改正に伴う追記及び文言整
理による修正であり、重要な
変更に当たらず、事前の提
出・公表が義務付けられな
い。

平成29年1月27日
Ⅰ-5.個人番号の利用 法令上
の根拠

・行政手続きにおける特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律（番号法）　第
９条第１項　別表第一の６８の項
・行政手続きにおける特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律（番号法）別表
第一の主務省令で定める事務を定める命令
第５０条

・行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（番号法）　第９
条第１項　別表第一の６８の項
・行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（番号法）別表第
一の主務省令で定める事務を定める命令　第５
０条

事後

法律名称誤りによる修正であ
り、重要な変更に当たらず、事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

平成29年1月27日

Ⅰ-1.特定個人情報ファイルを
取り扱う事務　②事務の内容
（別添１）事務の内容 介護保
険給付に関する事務

介護保険給付に関する事務
＜情報の流れ（図）＞
⑦高額合算介護（介護予防）サービス費支給対
象者情報
⑨情報流れ（矢印）：特定個人情報の流れ
⑪サービス計画届出→サービス利用

介護保険給付に関する事務（総合事業に関す
る事務を含む）
＜情報の流れ（図）＞
⑦高額合算介護（介護予防）サービス費等支給
対象者情報
⑨情報の流れ（矢印）：特定個人情報を含まな
い情報の流れ
⑪サービス計画等届出→サービス利用
介護保険システムと国保連合会の流れに「伝送
通信ソフト」を追記

事前
①重要な変更（特定個人情報
を取り扱う事務及び委託先の
追加に伴う追記）

平成29年1月27日
Ⅰ-1.特定個人情報ファイルを
取り扱う事務　②事務の内容

（※追加記載）

⑯総合事業利用届出（介護予防ケアマネジメン
ト作成依頼届、基本チェックリスト等）の登録及
び判定
⑰事業対象者（総合事業）の資格管理
⑱総合事業高額介護予防サービス費相当事業
の支給申請、支給決定
⑲総合事業高額医療合算介護予防サービス費
相当事業の支給申請、支給決定
⑳保険者事務共同処理業務
　 ⑭及び⑲の事務に個人番号を利用し、本市
の
　 介護保険と国民健康保険の給付情報に関す
　 る名寄せを行う。
　 ※本市では、⑳について、福岡県国民健康保
　　　険団体連合会（国保連合会）に委託をして
　　　事務を実施しており、国保連合会が当該事
　　　務を実施するにあたって、個人番号が記載
　　　された「個人番号異動連絡票（訂正時には
　　　訂正連絡票）」を提供する。

事前
①重要な変更（特定個人情報
を取り扱う事務及び委託先の
追加に伴う追記）

平成29年1月27日

Ⅰ-2.特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム システム5

（※追加記載）

①システムの名称
伝送通信ソフト
②システムの機能
伝送通信ソフトは、国保連合会が介護保険審査
支払等システムにて使用するデータについて、
電子メール方式で保険者（市区町村）と国保連
合会との間で、データの送受信を行うシステム
のこと。なお、保険者と国保連合会との通信環
境は専用回線を使用している。
１　個人番号異動連絡票データの送信
　　個人番号異動連絡票データを暗号化し、国
保連合会へ送信する。
２　個人番号訂正連絡票データの送信
　　個人番号訂正連絡票データを暗号化し、国
保連合会へ送信する。

事前

②事後で足りるものの任意に
事前に提出（特定個人情報を
取り扱う委託先の追加に伴う
追記）

平成29年1月27日

Ⅰ-2.特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム システム1 ②シス
テムの機能

５　給付・受給情報管理
①居宅サービス計画届出登録の機能
（中略）
⑩給付実績から高額介護サービス費対象者を
把握・管理する機能
⑪給付実績から高額医療・介護合算サービス
費対象者を管理する機能
⑫事業所情報を管理する機能

５　給付・受給情報管理（総合事業に関するもの
を含む）
①居宅サービス計画届出及び介護予防ケアマ
ネジメント作成依頼届出を登録する機能
（中略）
⑩給付実績から高額介護(介護予防)サービス
費及び総合事業高額介護予防サービス費相当
事業対象者を把握・管理する機能
⑪給付実績から高額医療・介護(介護予防)合算
サービス費及び総合事業高額医療合算介護予
防サービス費相当事業対象者を管理する機能
⑫事業所情報を管理する機能
⑬事業対象者（総合事業）を判定・登録する機
能

事前

②事後で足りるものの任意に
事前に提出（特定個人情報を
取り扱う事務の追加に伴う追
記）
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提出時期 提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載

平成29年1月27日
Ⅱ-3.特定個人情報の入手・
使用 ③入手の時期・頻度

〈福岡県国民健康保険団体連合会〉
・給付費関係データ及び高額医療合算介護（介
護予防）サービス費支給申請データを月次で入
手

〈福岡県国民健康保険団体連合会〉
・給付費関係データ及び高額医療合算介護（介
護予防）サービス費及び総合事業高額医療合
算介護予防サービス費相当事業支給申請デー
タを月次で入手

事前

②事後で足りるものの任意に
事前に提出（特定個人情報を
取り扱う事務及び委託先の追
加に伴う追記）

平成29年1月27日

Ⅰ-1.特定個人情報ファイルを
取り扱う事務　②事務の内容
（別添１）事務の内容 介護保
険給付に関する事務

・備考
＜サービス計画の届出＞
⑪要介護（要支援）認定を受けた被保険者が、
居宅介護サービス計画作成依頼の届出を行う。
＜給付費の支給、給付費通知書の発送＞
⑭介護サービスの利用者に対して、給付費を支
給する
⑮介護サービスの利用者に対して、１年に1回、
介護サービス利用状況を送付する（介護給付費
通知）。

・備考
＜サービス計画等の届出＞
⑪要介護（要支援）認定を受けた被保険者が、
居宅介護サービス計画作成依頼又は介護予防
ケアマネジメント作成依頼の届出を行う。
＜給付費の支給、給付費通知書の発送＞
⑭介護サービス及び総合事業の利用者に対し
て、給付費を支給する
⑮介護サービス及び総合事業の利用者に対し
て、１年に1回、介護サービス及び総合事業利
用状況を送付する（介護給付費通知）。

事前
①重要な変更（特定個人情報
を取り扱う事務の追加に伴う
追記）

平成29年1月27日
Ⅱ-3.特定個人情報の入手・
使用 ⑧使用方法

５　給付に係る事務
・福岡県国民健康保険団体連合会より保険給
付の実績データを取り込み、給付実績の把握・
管理を行う。介護サービス利用者には、年に1
回、利用状況を住民関係情報の住所又は本人
等から申し出のあった送付先住所に送付する
（介護給付費通知書）。
・介護サービス利用開始時に、本人の申請によ
り税関係情報（所得状況・課税状況）、生活保護
関係情報、年金関係情報をもとに負担割合を判
定し，住民関係情報の住所又は本人等から申
し出のあった送付先住所に負担割合証を送付
する。また、転入者については、転出前の市区
町村に対し、所得照会を行う。
・高額介護（介護予防）サービス費の申請により
税関係情報（所得状況・課税状況）、住民関係
情報、生活保護関係情報、年金関係情報をもと
に高額限度額を決定し、住民関係情報の住所
又は本人等から申し出のあった送付先住所に
決定通知書を送付する。
（中略）
・医療関係情報、税関係情報（所得状況・課税
状況）、住民関係情報をもとに、高額医療合算
介護(介護予防)サービス費の対象者を把握し、
申請勧奨を行う。本人の申請により、福岡県国
民健康保険団体連合会及び福岡県後期高齢者
医療広域連合と情報連携して支給決定し、住民
関係情報の住所又は本人等から申し出のあっ
た送付先住所に決定通知書を送付する。

５　給付に係る事務 （総合事業に関する事務を
含む）
・福岡県国民健康保険団体連合会より給付の
実績データを取り込み、給付実績の把握・管理
を行う。介護サービス及び総合事業利用者に
は、年に1回、利用状況を住民関係情報の住所
又は本人等から申し出のあった送付先住所に
送付する（介護給付費通知書）。
・税関係情報（所得状況・課税状況）、生活保護
関係情報、年金関係情報をもとに負担割合を判
定し，住民関係情報の住所又は本人等から申
し出のあった送付先住所に負担割合証を送付
する。また、転入者については、転出前の市区
町村に対し、所得照会を行う。
・高額介護（介護予防）サービス費及び総合事
業高額介護予防サービス費相当事業の申請に
より税関係情報（所得状況・課税状況）、住民関
係情報、生活保護関係情報、年金関係情報を
もとに高額限度額を決定し、住民関係情報の住
所又は本人等から申し出のあった送付先住所
に決定通知書を送付する。
（中略）
・医療関係情報、税関係情報（所得状況・課税
状況）、住民関係情報をもとに、高額医療合算
介護(介護予防)サービス費及び総合事業高額
医療合算介護予防サービス費相当事業の対象
者を把握し、申請勧奨を行う。本人の申請によ
り、福岡県国民健康保険団体連合会及び福岡
県後期高齢者医療広域連合と情報連携して支
給決定し、住民関係情報の住所又は本人等か
ら申し出のあった送付先住所に決定通知書を
送付する。

事前
①重要な変更（特定個人情報
を取り扱う事務及び委託先の
追加に伴う追記）

平成29年1月27日
Ⅱ-3.特定個人情報の入手・
使用 ④入手に係る妥当性

・本人又は本人の代理人から介護保険法等の
規定による各種届出・申請を受け、正確に記録
し、被保険者資格、保険料賦課・徴収、給付費
支給決定、要介護（要支援）認定に係る事務を
適切に行う必要がある。
（中略）
・資格、保険料賦課・徴収、給付費支給決定、
要介護（要支援）認定に係る事務に必要な範囲
内で、情報提供ネットワークにより情報収集を
適宜行う必要がある。

・本人又は本人の代理人から介護保険法等の
規定による各種届出・申請を受け、正確に記録
し、被保険者資格、保険料賦課・徴収、給付費
支給決定、要介護（要支援）認定、総合事業に
係る事務を適切に行う必要がある。
（中略）
・資格、保険料賦課・徴収、給付費支給決定、
要介護（要支援）認定、総合事業に係る事務に
必要な範囲内で、情報提供ネットワークにより
情報収集を適宜行う必要がある。

事前

②事後で足りるものの任意に
事前に提出（特定個人情報を
取り扱う事務の追加に伴う追
記）

平成29年1月27日

Ⅰ-1.特定個人情報ファイルを
取り扱う事務　②事務の内容
（別添１）事務の内容 介護保
険給付に関する事務

・備考
＜国民健康保険団体連合会との情報連携＞
⑦国民健康保険団体連合会と高額合算介護
（介護予防）サービス費の支給申請情報の受け
取り、補正情報を送付する。
⑧福岡県国民健康保険団体連合会から給付実
績情報と医療関係情報の提供を受ける。
⑧福岡県国民健康保険団体連合会へ受給者
台帳情報を送付する。
＜各種給付申請、決定、認定証等の交付＞
⑫⑬
・住宅改修費，福祉用具購入費：申請により、支
給額を決定し、決定通知書を送付する。
・高額介護（介護予防）サービス費：申請によ
り、①～④の情報をもとに、負担段階を決定し、
決定通知書を送付する。
・高額医療合算介護（介護予防）サービス費：①
～⑦、⑨の情報をもとに、支給対象者を把握
し、勧奨通知を発送する。
　申請により国民健康団体連合会及び福岡県
後期高齢者医療広域連合と情報連携して、支
給決定し、決定通知書を送付する。

・備考
＜国民健康保険団体連合会との情報連携＞
⑦福岡県国民健康保険団体連合会から、伝送
通信ソフトにより、高額合算介護（介護予防）
サービス費及び総合事業高額医療合算介護予
防サービス費相当事業の支給申請情報の受け
取り、補正情報を送付する。
⑧福岡県国民健康保険団体連合会から、伝送
通信ソフトにより、給付実績情報と医療関係情
報の提供を受ける。
⑧福岡県国民健康保険団体連合会へ、伝送通
信ソフトにより、受給者台帳情報を送付する。
＜各種給付申請、決定、認定証等の交付＞
⑫⑬
・住宅改修費，福祉用具購入費：申請により、支
給額を決定し、決定通知書を送付する。
・高額介護（介護予防）サービス費及び総合事
業高額介護予防サービス費相当事業：申請に
より、①～④の情報をもとに、負担段階を決定
し、決定通知書を送付する。
・高額医療合算介護（介護予防）サービス費及
び総合事業高額医療合算介護予防サービス費
相当事業：①～⑦、⑨の情報をもとに、支給対
象者を把握し、勧奨通知を発送する。

事前
①重要な変更（特定個人情報
を取り扱う事務及び委託先の
追加に伴う追記）
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提出時期 提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載

平成29年1月27日

Ⅲ-4.特定個人情報ファイルの
取扱いの委託 特定個人情報
の提供ルール 委託元と委託
先間の提供に関するルール
の内容及びルール遵守の確
認方法

（※追加記載）
本市から国保連合会へ特定個人情報を伝送通
信ソフトで送付する際は、送付記録を帳簿に記
入する。

事前
①重要な変更（特定個人情報
を取り扱う委託先の追加に伴
う追記）

平成29年1月27日
Ⅱ-4.特定個人情報ファイルの
取扱いの委託 委託事項4

（※追加記載）

③委託先における取扱者数
10人以上50人未満
④委託先への特定個人情報ファイルの提供方
法
専用線
⑤委託先名の確認方法
福岡市情報公開条例に基づく情報公開請求に
よる確認方法がある。
⑥委託先名
福岡県国民健康保険団体連合会
⑦再委託の有無
再委託する
⑧再委託の許諾方法
再委託承認申請において、その必要性、範囲、
要件について明記させ、再委託の理由に妥当
性があり、再委託の範囲が業務の全部又は主
たる部分に当たらないこと及び守秘義務や個人
情報保護に係る措置について審査のうえ、許諾
している。
⑨再委託事項
国保連合会の保険者事務共同処理業務で使用
するシステムに関する運用業務の一部（バッチ
処理パラメータの入力／バッチ処置の実行／
バックアップデータの取得と保管／システム障
害発生時の復旧支援作業／各種マスターメン
テナンス／外字作成・登録）など。

事前
①重要な変更（特定個人情報
を取り扱う委託先の追加に伴
う追記）

平成29年1月27日

Ⅱ-3.特定個人情報の入手・
使用 ⑧使用方法 権利利益に
影響を与え得る決定

被保険者の資格取得・喪失の決定、保険料の
賦課決定、要介護（要支援）認定申請結果の決
定、自己負担割合の決定、高額介護（介護予
防）サービス費・高額医療合算介護(介護予防)
サービス費の支給決定、各種負担限度額（利用
者負担減免含む）の認定

被保険者の資格取得・喪失の決定、保険料の
賦課決定、要介護（要支援）認定申請結果の決
定、自己負担割合の決定、高額介護（介護予
防）サービス費及び総合事業高額介護予防
サービス費相当事業・高額医療合算介護(介護
予防)サービス費及び総合事業高額医療合算
介護予防サービス費相当事業の支給決定、各
種負担限度額（利用者負担減免含む）の認定

事前
①重要な変更（特定個人情報
を取り扱う事務の追加に伴う
追記）

平成29年1月27日
Ⅱ-3.特定個人情報の入手・
使用 ⑧使用方法 情報の突合

〈５の事務〉
住民関係情報（世帯状況）及び税関係情報（所
得状況・課税状況）、生活保護関係情報（受給
状況）、年金関係情報（受給状況）を突合して、
介護サービス利用時の自己負担割合、高額介
護（介護予防）サービス費、高額医療合算介護
(介護予防)サービス費の支給決定及び各種負
担額認定（利用者負担減免含む）の決定をす
る。

〈５の事務〉
住民関係情報（世帯状況）及び税関係情報（所
得状況・課税状況）、生活保護関係情報（受給
状況）、年金関係情報（受給状況）を突合して、
介護サービス利用時の自己負担割合、高額介
護（介護予防）サービス費及び総合事業高額介
護予防サービス費相当事業、高額医療合算介
護(介護予防)サービス費及び総合事業高額医
療合算介護予防サービス費相当事業の支給決
定及び各種負担額認定（利用者負担減免含む）
の決定をする。

事前
①重要な変更（特定個人情報
を取り扱う事務の追加に伴う
追記）

平成29年1月27日
Ⅱ-4.特定個人情報ファイルの
取扱いの委託 委託事項4

（※追加記載）

委託事項4
（高額医療合算介護（予防）サービス費及び総
合事業高額医療合算介護予防サービス費相当
事業算定業務）
①委託内容
・個人番号を利用した高額医療合算介護（予
防）サービス費に係る被保険者向け勧奨通知
作成
※当該委託業務において個人番号を使用する
ことは、番号法別表第一の主務省令で定める
命令第５０条第１項第３号において、介護給付、
予防給付又は市町村特別給付の支給に関する
事務と整理されているため妥当である。
②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの
範囲
特定個人情報ファイルの一部
対象となる本人の数
10万人以上100万人未満
対象となる本人の範囲
受給資格のある被保険者（介護保険法第５１条
の２に定める要介護被保険者及び同法第６１条
の２に定める居宅要支援被保険者）及び過去に
受給資格のあった者
その妥当性
当該委託業務において使用する、介護サービス
事業所からの介護給付費明細書について、請
求が間に合わなかった場合や返戻等による再
提出の場合（月遅れ請求）は、介護保険法第２
００条に基づき最長で２年間は請求書を提出す
ることが可能であるため、現在、受給資格のあ
る者及び過去に受給資格のあった者について
も委託の対象とする必要がある。

事前
①重要な変更（特定個人情報
を取り扱う委託先の追加に伴
う追記）

平成29年1月27日
Ⅱ-4.特定個人情報ファイルの
取扱いの委託 委託の有無

３件 ４件 事前
①重要な変更（特定個人情報
を取り扱う委託先の追加に伴
う記載内容の変更）
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提出時期 提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載

平成29年8月1日

Ⅰ-6.情報提供ネットワークシ
ステムによる情報連携 ②法
令上の根拠

（別表第二における情報提供の根拠）
・番号法第１９条第７号　別表第ニの１、２、３、
４、５、６、８、１１、１６の２、２２、２６、３０、３３、
３９、４２、４３、５６の２、５８、６１、６２、８０、８
１、８７、９０、９４、９５、９７、１０８、１０９、１１７、
１１９の項
・番号法別表第二の主務省令で定める事務及
び情報を定める命令　第２条、第３条、第５条、
第６条、第７条、第１０条、第１２条の２、第１５
条、第１９条、第２５条、第２５条の２、第３０条、
第３２条、第３３条、第４３条、第４３条の２、第４
４条、第４７条、第４９条、第５５条の２、第５９条
の３

（別表第二における情報提供の根拠）
・番号法第１９条第７号　別表第ニの１、２、３、
４、５、６、８、１１、１７、２２、２６、３０、３３、３９、
４２、４３、５６の２、５８、６１、６２、８０、８１、８
７、９０、９４、９５、９７、１０８、１０９、１１７、１１９
の項
・番号法別表第二の主務省令で定める事務及
び情報を定める命令　第２条、第３条、第５条、
第６条、第７条、第１０条、第１２条の３、第１５
条、第１９条、第２２条の２、第２４条の２、第２５
条、第２５条の２、第３０条、第３１条の２、第３２
条、第３３条、第４３条、第４３条の２、第４４条、
第４７条、第４９条、第５５条、第５５条の２、第５
９条の３

事後

番号法別表第二の改正に伴う
追記であり、重要な変更に当
たらず、事前の提出・公表が
義務付けられない。

平成29年8月1日

Ⅰ-2.特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム システム2 ②シス
テムの機能

１　宛名管理機能
　統合宛名番号が未登録の個人について、新
規に統合宛名番号を付番する。また、各既存業
務システムの宛名情報を統合宛名番号、個人
番号とひも付けて保存し管理する。
２　情報提供機能
　各既存業務システムの業務情報を中間サー
バ向けに一括で変換、連携を実施し、業務情報
を中間サーバに提供する。
３　情報照会機能
　他機関への情報照会をオンラインによる１件
ずつの問合せ、またはバッチによる一括での問
合せを行う。また、問合せ結果の受領を行う。
４　符号要求機能
　符号未取得の対象者データが情報連携され
た場合、個人番号を特定済みの統合宛名番号
を中間サーバに登録し、既存住基システム及び
住基ネットを介して、機構に情報提供用個人識
別符号の取得要求・取得依頼を行う。
５　権限管理機能
　統合宛名システム端末を利用する職員の認
証と職員に付与された権限に基づいた各種機
能や個人情報(連携対象)へのアクセス制御を
行う。

１　宛名管理機能
　統合宛名番号が未登録の個人について、新
規に統合宛名番号を付番する。また、各既存業
務システムの宛名情報を統合宛名番号、個人
番号とひも付けて保存し管理する。
２　情報提供機能
　各既存業務システムの業務情報を中間サー
バ向けに一括で変換、連携を実施し、業務情報
を中間サーバに提供する。
３　情報照会機能
　他機関への情報照会をオンラインによる１件
ずつの問合せ、またはバッチによる一括での問
合せを行う。また、問合せ結果の受領を行う。
４　符号要求機能
　符号未取得の対象者データが情報連携され
た場合、個人番号を特定済みの統合宛名番号
を中間サーバに登録し、既存住基システム及び
住基ネットを介して、機構に情報提供用個人識
別符号の取得要求・取得依頼を行う。
５　権限管理機能
　統合宛名システム端末を利用する職員の認
証と職員に付与された権限に基づいた各種機
能や個人情報(連携対象)へのアクセス制御を
行う。
６　お知らせ機能
　対象者のマイナポータルのお知らせ機能に表
示等するための情報を中間サーバに送信す
る。

事後
統合宛名システムの機能追加
に伴う修正。なお、重要な変
更に該当する項目ではない。

平成29年8月1日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供・移転の有無

提供を行っている件数
20件

提供を行っている件数
31件

事後

番号法別表第二の改正に伴う
追記であり、重要な変更に該
当する項目ではなく、事前の
提出・公表が義務付けられな
い。

平成29年8月1日
Ⅰ-7.評価実施機関における
担当部署 ②所属長

中薗　泰浩 和佐　優 事後
重要な変更に該当する項目で
はないため、事前の提出・公
表が義務付けられない。

平成29年1月27日
Ⅵ-2.国民・住民等からの意見
の聴取 ④主な意見の内容

提出意見なし

特定個人情報ファイルの取扱いの委託におい
て，委託事項や委託内容が，後期高齢者医療
及び国民健康保険に関する事務で委託された
企業や団体と一部重複しており，その企業や団
体に情報が集中するのは危機管理上よろしくな
いと思われる。

事前
③その他の変更（特定個人情
報保護評価の再実施に伴うも
の）

平成29年1月27日
Ⅵ-2.国民・住民等からの意見
の聴取 ②実施日・期間

平成２７年７月１３日から平成２７年８月１１日ま
で （３０日間）

平成２８年１１月２４日から平成２８年１２月２３
日まで （３０日間）

事前
③その他の変更（特定個人情
報保護評価の再実施に伴うも
の）

平成29年1月27日 Ⅵ-3.第三者点検 ①実施日 平成27年9月14日 平成29年1月11日 事前
③その他の変更（特定個人情
報保護評価の再実施に伴うも
の）

平成29年1月27日
Ⅵ-2.国民・住民等からの意見
の聴取 ⑤評価書への反映

－ なし 事前
③その他の変更（特定個人情
報保護評価の再実施に伴うも
の）

平成29年1月27日
Ⅵ-2.国民・住民等からの意見
の聴取 ①方法

市公報で公告のうえ市ホームページ上で意見
公募する旨掲載し、市ホームページ、情報公開
室・情報プラザ・各区役所・出張所等において案
の閲覧及び配布を行う。意見は郵便、ファクシミ
リ、電子メールおよび情報公開室や情報プラ
ザ・各区役所・出張所等への持参にて受け付け
る。

市公報で公告のうえ市ホームページ上で意見
公募する旨掲載し、市ホームページ、情報公開
室・情報プラザ・各区役所・出張所等において案
の閲覧及び配布を行う。意見は郵便、ファクシミ
リ、電子メールおよび情報公開室や情報プラ
ザ・各区役所・出張所等への持参にて受け付け
る。意見に対する本市の考え方については、市
ホームページ上で示す。

事前
③その他の変更（意見公募実
施結果の公表方法について
追記したもの）

平成29年1月27日
Ⅵ-1.評価実施手続 1.基礎項
目評価 ①実施日

平成27年4月14日 平成28年10月11日 事前

③その他の変更（特定個人情
報保護評価の再実施に伴い，
しきい値判断を改めて実施し
たもの）
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提出時期 提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載

平成29年8月1日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
（別紙１） 提供先25

（※追加記載）

提供先25
市町村長
①法令上の根拠
番号法第19条第7号別表第二第17の項
②提供先における用途
予防接種法による給付（同法第15条第1項の疾
病に係るものに限る。）の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの
③提供する情報
医療保険法各法その他の法令による医療に関
する給付の支給に関する情報であって主務省
令で定めるもの
④提供する情報の対象となる本人の数
10万人以上100万人未満
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲
介護保険の被保険者（資格喪失者含む）
⑥提供方法
情報提供ネットワークシステム
⑦時期・頻度
情報提供ネットワークシステムを通じて特定個
人情報の提供依頼のあった都度

事後

番号法別表第二の改正に伴う
追記であり、重要な変更に該
当する項目ではなく、事前の
提出・公表が義務付けられな
い。

平成29年8月1日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
（別紙１） 提供先24

（※追加記載）

提供先24
全国健康保険協会
①法令上の根拠
番号法第19条第7号別表第二第5の項
②提供先における用途
船員保険法による保険給付の支給に関する事
務であって主務省令で定めるもの
③提供する情報
船員保険法第33条に規定する他の法令による
給付の支給に関する情報であって主務省令で
定めるもの
④提供する情報の対象となる本人の数
10万人以上100万人未満
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲
介護保険の被保険者（資格喪失者含む）
⑥提供方法
情報提供ネットワークシステム
⑦時期・頻度
情報提供ネットワークシステムを通じて特定個
人情報の提供依頼のあった都度

事後

番号法別表第二の改正に伴う
追記であり、重要な変更に該
当する項目ではなく、事前の
提出・公表が義務付けられな
い。

平成29年8月1日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
（別紙１） 提供先27

（※追加記載）

提供先27
市町村長又は国民健康保険組合
①法令上の根拠
番号法第19条第7号別表第二第43の項
②提供先における用途
国民健康保険法による保険給付の支給に関す
る事務であって主務省令で定めるもの
③提供する情報
国民健康保険法第56条第1項に規定する他の
法令による給付の支給に関する情報であって
主務省令で定めるもの
④提供する情報の対象となる本人の数
10万人以上100万人未満
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲
介護保険の被保険者（資格喪失者含む）
⑥提供方法
情報提供ネットワークシステム
⑦時期・頻度
情報提供ネットワークシステムを通じて特定個
人情報の提供依頼のあった都度

事後

番号法別表第二の改正に伴う
追記であり、重要な変更に該
当する項目ではなく、事前の
提出・公表が義務付けられな
い。

平成29年8月1日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
（別紙１） 提供先26

（※追加記載）

提供先26
都道府県知事
①法令上の根拠
番号法第19条第7号別表第二第22の項
②提供先における用途
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に
よる入院措置に関する事務であって主務省令で
定めるもの
③提供する情報
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第
30条の2に規定する他の法律による医療に関す
る給付の支給に関する情報であって主務省令
で定めるもの
④提供する情報の対象となる本人の数
10万人以上100万人未満
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲
介護保険の被保険者（資格喪失者含む）
⑥提供方法
情報提供ネットワークシステム
⑦時期・頻度
情報提供ネットワークシステムを通じて特定個
人情報の提供依頼のあった都度

事後

番号法別表第二の改正に伴う
追記であり、重要な変更に該
当する項目ではなく、事前の
提出・公表が義務付けられな
い。
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提出時期 提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載

平成29年8月1日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
（別紙１） 提供先29

（※追加記載）

提供先29
都道府県知事又は保健所を設置する市の長
①法令上の根拠
番号法第19条第7号別表第二第97の項
②提供先における用途
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律による費用の負担又は療養費の
支給に関する事務であって主務省令で定めるも
の
③提供する情報
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律第39条第1項に規定する他の法
律による医療に関する給付の支給に関する情
報であって主務省令で定めるもの
④提供する情報の対象となる本人の数
10万人以上100万人未満
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲
介護保険の被保険者（資格喪失者含む）
⑥提供方法
情報提供ネットワークシステム
⑦時期・頻度
情報提供ネットワークシステムを通じて特定個
人情報の提供依頼のあった都度

事後

番号法別表第二の改正に伴う
追記であり、重要な変更に該
当する項目ではなく、事前の
提出・公表が義務付けられな
い。

平成29年8月1日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
（別紙１） 提供先28

（※追加記載）

提供先28
後期高齢者医療広域連合
①法令上の根拠
番号法第19条第7号別表第二第81の項
②提供先における用途
高齢者の医療の確保に関する法律による後期
高齢者医療給付の支給に関する事務であって
主務省令で定めるもの
③提供する情報
高齢者の医療の確保に関する法律第57条第1
項に規定する他の法令による給付の支給に関
する情報であって主務省令で定めるもの
④提供する情報の対象となる本人の数
10万人以上100万人未満
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲
介護保険の被保険者（資格喪失者含む）
⑥提供方法
情報提供ネットワークシステム
⑦時期・頻度
情報提供ネットワークシステムを通じて特定個
人情報の提供依頼のあった都度

事後

番号法別表第二の改正に伴う
追記であり、重要な変更に該
当する項目ではなく、事前の
提出・公表が義務付けられな
い。

平成29年8月1日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
（別紙１） 提供先30

（※追加記載）

提供先30
都道府県知事又は市町村長
①法令上の根拠
番号法第19条第7号別表第二第109の項
②提供先における用途
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律による自立支援給付の支給
に関する事務であって主務省令で定めるもの
③提供する情報
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律第7条に規定する他の法令に
より行われる給付の支給に関する情報であって
主務省令で定めるもの
④提供する情報の対象となる本人の数
10万人以上100万人未満
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲
介護保険の被保険者（資格喪失者含む）
⑥提供方法
情報提供ネットワークシステム
⑦時期・頻度
情報提供ネットワークシステムを通じて特定個
人情報の提供依頼のあった都度

事後

番号法別表第二の改正に伴う
追記であり、重要な変更に該
当する項目ではなく、事前の
提出・公表が義務付けられな
い。
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提出時期 提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載

平成29年8月1日

Ⅴ-2.特定個人情報ファイルの
取扱いに関する問い合わせ
①連絡先

FAX：092-726-3328 FAX：092-733-5587 事後
重要な変更に該当する項目で
はないため、事前の提出・公
表が義務付けられない。

平成29年8月1日 Ⅳ-1.監査 ①自己点検

＜本市における措置＞
年に1回、評価書の定期見直し時に行う自己点
検チェックの中で、評価書の記載内容が運用実
態と相違がないことも含めて確認している。

＜本市における措置＞
・特定個人情報の取扱いに関する自己点検を
年に1回実施している。
・評価書の見直しを年に1回実施し、その中で評
価書の記載内容が運用実態と相違がないこと
も含めて自己点検している。

事後

点検内容の強化に伴う修正で
あり、リスクを明らかに軽減す
る変更のため、重要な変更に
はあたらない。

平成30年1月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
6.特定個人情報の保管・消去
①保管場所
〈介護保険システムにおける
措置〉

〈介護保険システムにおける措置〉
①介護保険システムのサーバは本庁マシン室
に設置しており、マシン室への入室を厳重に管
理する。

〈介護保険システムにおける措置〉
①介護保険システムのサーバは本庁マシン室
に設置しており、マシン室への入室を厳重に管
理している。また、サーバ更新にあたり、平成30
年1月下旬に民間のデータセンターに設置予定
である。データセンターはJDCC（日本データセ
ンター協会）が定める安全管理基準を高水準で
クリアしており、下記のとおり厳重に管理する。
・あらかじめ定められた申請者から事前の利用
者登録（初回のみ）及び入館申請（都度）を必須
としており、全ての入館者を管理している。
・サーバ室への出入口にセキュリティカード及び
生体認証装置を設置し、入室を厳重に管理して
いる。
・サーバのラックは施錠し、関係者以外はアクセ
スできない。

事前
①重要な変更（特定個人情報
の保管場所の変更による追
記）

平成29年8月1日

Ⅲ-6.情報提供ネットワークシ
ステムとの接続 リスク2 リスク
に対する措置の内容

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
①中間サーバは、特定個人情報保護委員会と
の協議を経て、総務大臣が設置・管理する情報
提供ネットワークシステムを使用した特定個人
情報の入手のみ実施できるよう設計されるた
め、安全性が担保されている。

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
①中間サーバは、個人情報保護委員会との協
議を経て、総務大臣が設置・管理する情報提供
ネットワークシステムを使用した特定個人情報
の入手のみ実施できるよう設計されるため、安
全性が担保されている。

事後

個人情報保護委員会の名称
変更に伴う修正であり、形式
的な変更のため、重要な変更
にはあたらない。

平成29年8月1日

Ⅲ-3.特定個人情報の使用 リ
スク1 宛名システム等におけ
る措置の内容

統合宛名システムを利用するには、各ユーザに
個別付与したユーザアカウントおよびパスワー
ドによる認証が必要であり、権限を保持しない
者は接続できないようになっている。権限は、番
号法に定められた利用事務の所管課の業務担
当職員のみに付与され、また、情報を利用する
事務と事務に必要な情報項目の対応付けをあ
らかじめ統合宛名システム上で設定すること
で、事務に必要のない情報 への接続もできな
いよう制限している。

統合宛名システムを利用するには、職員証及び
ＵＳＢトークンを利用した、二要素による認証機
能を設けており、権限を保持しない者は接続で
きないようになっている。権限は、番号法に定め
られた利用事務の所管課の業務担当職員のみ
に付与され、また、情報を利用する事務と事務
に必要な情報項目の対応付けをあらかじめ統
合宛名システム上で設定することで、事務に必
要のない情報への接続もできないよう制限して
いる。

事後

統合宛名システムを利用する
にあたっての認証機能の強化
に伴う修正であり、リスクを明
らかに軽減する変更のため、
重要な変更にはあたらない。

平成29年8月1日

Ⅲ-6.情報提供ネットワークシ
ステムとの接続 リスク4 リスク
に対する措置の内容

＜統合宛名システムにおける措置＞
①接続システムの認証及び統合宛名システム
接続端末での職員認証等の機能を設けており、
あらかじめ承認されたシステム・職員以外の情
報入手を防止している。

＜統合宛名システムにおける措置＞
①接続システムの認証及び統合宛名システム
接続端末での職員証及びＵＳＢトークンを利用
した、二要素による認証機能を設けており、あら
かじめ承認されたシステム・職員以外の情報入
手を防止している。

事後

統合宛名システムを利用する
にあたっての認証機能の強化
に伴う修正であり、リスクを明
らかに軽減する変更のため、
重要な変更にはあたらない。

平成29年8月1日

Ⅲ-6.情報提供ネットワークシ
ステムとの接続 リスク3 リスク
に対する措置の内容

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
①中間サーバは、特定個人情報保護委員会と
の協議を経て、総務大臣が設置・管理する情報
提供ネットワークシステムを使用して、情報提供
用個人識別符号により紐付けられた照会対象
者に係る特定個人情報を入手するため、正確な
照会対象者に係る特定個人情報を入手するこ
とが担保されている。

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
①中間サーバは、個人情報保護委員会との協
議を経て、総務大臣が設置・管理する情報提供
ネットワークシステムを使用して、情報提供用個
人識別符号により紐付けられた照会対象者に
係る特定個人情報を入手するため、正確な照
会対象者に係る特定個人情報を入手すること
が担保されている。

事後

個人情報保護委員会の名称
変更に伴う修正であり、形式
的な変更のため、重要な変更
にはあたらない。

平成29年8月1日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
（別紙１） 提供先31

（※追加記載）

提供先31
都道府県知事
①法令上の根拠
番号法第19条第7号別表第二第119の項
②提供先における用途
難病の患者に対する医療等に関する法律によ
る特定医療費の支給に関する事務であって主
務省令に定めるもの
③提供する情報
難病の患者に対する医療等に関する法律第12
条に規定する他の法令による給付の支給に関
する情報であって主務省令で定めるもの
④提供する情報の対象となる本人の数
10万人以上100万人未満
⑤提供する情報の対象となる本人の範囲
介護保険の被保険者（資格喪失者含む）
⑥提供方法
情報提供ネットワークシステム
⑦時期・頻度
情報提供ネットワークシステムを通じて特定個
人情報の提供依頼のあった都度

事後

番号法別表第二の改正に伴う
追記であり、重要な変更に該
当する項目ではなく、事前の
提出・公表が義務付けられな
い。
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提出時期 提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載

平成30年9月3日

Ⅴ開示請求，問合せ
2.特定個人情報ファイルの取
扱いに関する問合せ
①連絡先

〒810-8620
福岡市中央区天神1丁目8の1
保健福祉局高齢社会部介護福祉課
TEL：092-733-5452　FAX：092-733-5587

〒810-8620
福岡市中央区天神1丁目8の1
保健福祉局高齢社会部介護保険課
TEL：092-733-5452　FAX：092-726-3328

事後
③その他の変更（組織変更に
伴う変更）

平成30年9月3日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
4.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項5

（※追加記載）

委託事項5
（要介護（要支援）認定事務）
①委託内容
・要介護（要支援）認定の申請受付から認定結
果通知までの一連の事務及びその付帯事務
②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの
範囲
特定個人情報ファイルの一部
対象となる本人の数
10万人以上100万人未満
対象となる本人の範囲
福岡市介護保険の被保険者
その妥当性
要介護認定事務においては被保険者の情報の
みを取扱い，その他の者の情報は取り扱わな
い。
③委託先における取扱者数
100人以上500人未満
④委託先への特定個人情報ファイルの提供方
法
その他（作業室内設置の介護保険システム，認
定審査会支援システムを使用（外部接続なし））
⑤委託先名の確認方法
福岡市情報公開条例に基づく情報公開請求に
よる確認方法がある。
⑥委託先名
30年度に決定予定
⑦再委託の有無
再委託しない

事前
①重要な変更（特定個人情報
を取り扱う委託先の追加に伴
う記載内容の変更）

平成30年9月3日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
2..基本情報
⑥事務担当部署

・保健福祉局高齢社会部介護福祉課
・各区保健福祉センター福祉・介護保険課
・西部出張所及び入部出張所

・保健福祉局高齢社会部介護保険課
・各区保健福祉センター福祉・介護保険課
・西部出張所及び入部出張所

事後
③その他の変更（組織変更に
伴う変更）

平成30年9月3日

Ⅰ基本情報
7..評価実施機関における担当
部署
①部署②所属長

①保健福祉局高齢社会部介護福祉課
②和佐　優

①保健福祉局高齢社会部介護保険課
②石橋　進次

事後
③その他の変更（組織変更，
人事異動に伴う変更）

平成30年9月3日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
4.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託の有無

４件 ５件 事前
①重要な変更（特定個人情報
を取り扱う委託先の追加に伴
う記載内容の変更）

平成30年9月3日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
3..特定個人情報の入手・使用
⑦使用の主体
使用部署

・保健福祉局高齢社会部介護福祉課
・各区保健福祉センター福祉・介護保険課
・西部出張所及び入部出張所
・総務企画局ICT戦略室情報システム課

・保健福祉局高齢社会部介護保険課
・各区保健福祉センター福祉・介護保険課
・西部出張所及び入部出張所
・総務企画局ICT戦略室情報システム課

事後
③その他の変更（組織変更に
伴う変更）

平成30年1月15日

Ⅵ 評価実施手続
1.基礎項目評価
①実施日

平成28年10月11日 平成29年9月1日 事前

③その他の変更（特定個人情
報保護評価の再実施に伴い、
しきい値判断を改めて実施し
たもの）

平成30年1月15日

Ⅵ 評価実施手続
3.第三者点検
①実施日
②方法
③結果

①平成29年1月11日
②福岡市個人情報保護審議会による点検
③適合性及び妥当性の観点から審査した結
果、その記載内容は保護評価指針に定める実
施手順に適合し、妥当であると判断する。

①平成29年11月22日
②福岡市個人情報保護審議会による点検
③適合性及び妥当性の観点から審査した結
果、その記載内容は保護評価指針に定める実
施手順に適合し、妥当であると判断する。

事前
③その他の変更（特定個人情
報保護評価の再実施に伴い、
第三者点検を実施するもの）

平成30年1月15日

Ⅵ 評価実施手続
2.国民・住民等からの意見の
聴取
④主な意見の内容

特定個人情報ファイルの取扱いの委託におい
て，委託事項や委託内容が，後期高齢者医療
及び国民健康保険に関する事務で委託された
企業や団体と一部重複しており，その企業や団
体に情報が集中するのは危機管理上よろしくな
いと思われる。

個人情報保護についての漏れ・紛失について
の確実な検証方法と万が一にも事故が起きた
時の対応の明記がない。

事前

③その他の変更（特定個人情
報保護評価の再実施に伴い，
住民意見聴取を実施するも
の）

平成30年1月15日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策
7.特定個人情報の保管・消去
⑤物理的対策
具体的な対策の内容
＜本市における措置＞

＜本市における措置＞
サーバ室は入室可能な者を限定し、入室時に
はＩＤとパスワードで認証している。サーバ室内
及びオペレート室内は常時監視カメラでモニタリ
ングしている。
サーバ室の記憶装置は床に固定し、停電時も
機器が正常終了できるまでの予備電源を確保
している。

＜本市における措置＞
・サーバ室（サーバ更新にあたり、平成30年1月
下旬に民間のデータセンターへ移行予定）は入
室可能な者を限定し、入室時にはＩＤとパスワー
ドで認証している。
・サーバ室内及び作業室内は常時監視カメラで
モニタリングしている。
・サーバ室の記憶装置は床に固定し、停電時も
機器が正常終了できるまでの予備電源を確保
している。
・サーバのラックは施錠し、関係者以外アクセス
できない。
・前日のバックアップデータを保管し、データ喪
失リスクに備えている。
・個人情報を含む不要な帳票は、適切に管理
し、破棄している。

事前
①重要な変更（特定個人情報
の漏えい・減失・毀損リスクへ
の具体的な対策内容の追記）

③その他の変更（特定個人情
報保護評価の再実施に伴い、
住民意見聴取を実施するも
の）

事前
平成２９年１０月１０日から平成２９年１１月８日
まで （３０日間）

平成２８年１１月２４日から平成２８年１２月２３
日まで （３０日間）

Ⅵ 評価実施手続
2.国民・住民等からの意見の
聴取
②実施日・期間

平成30年1月15日
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提出時期 提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載

令和3年9月1日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先1①法令上の根拠

番号法第19条第7号別表第二第1の項 番号法第19条第8号別表第二第1の項 事後

番号法の改正に伴う修正であ
り、重要な変更に該当する項
目ではなく、事前の提出・公表
が義務付けられない。

令和3年9月1日
Ⅱ-3.特定個人情報の入手・
使用①入手元

評価実施機関内の他部署（財政局税務部税制
課、保健福祉局総務部国民健康保険課、医療
年金課、保護課、市民局総務部区政課）

評価実施機関内の他部署（財政局税務部税制
課、保健福祉局生活福祉部保険年金課、保険
医療課、保護課、市民局総務部区政課）

事後
重要な変更に該当する項目で
はないため、事前の提出・公
表が義務付けられない。

令和2年8月7日

Ⅰ-1.特定個人情報ファイルを
取り扱う事務　②事務の内容
（別添１）事務の内容 介護保
険料賦課に関する情報

＜情報の流れ（図）＞
ホストコンピュータ
国民年金システム
税務システム
住民基本台帳システム

＜情報の流れ（図）＞
ホストコンピュータ
税務システム

事後
重要な変更に該当する項目で
はないため、事前の提出・公
表が義務付けられない。

令和2年8月7日

Ⅰ-1.特定個人情報ファイルを
取り扱う事務　②事務の内容
（別添１）事務の内容 介護保
険資格に関する情報

＜情報の流れ（図）＞
ホストコンピュータ
住民基本台帳システム

＜情報の流れ（図）＞
住民基本台帳システム

事後
重要な変更に該当する項目で
はないため、事前の提出・公
表が義務付けられない。

令和3年9月1日

Ⅰ-6.情報提供ネットワークシ
ステムによる情報連携 ②法
令上の根拠

（別表第二における情報提供の根拠）
・番号法第１９条第７号　別表第ニの１、２、３、
４、５、６、８、１１、１７、２２、２６、３０、３３、３９、
４２、４３、５６の２、５８、６１、６２、８０、８１、８
７、９０、９４、９５、９７、１０８、１０９、１１７、１１９
の項
・番号法別表第二の主務省令で定める事務及
び情報を定める命令　第２条、第３条、第５条、
第６条、第７条、第１０条、第１２条の３、第１５
条、第１９条、第２２条の２、第２４条の２、第２５
条、第２５条の２、第３０条、第３１条の２、第３２
条、第３３条、第４３条、第４３条の２、第４４条、
第４７条、第４９条、第５５条、第５５条の２、第５
９条の３
（別表第二における情報照会の根拠）
・番号法第１９条第７号　別表第二の９３、９４の
項
・番号法別表第二の主務省令で定める事務及
び情報を定める命令　第４６条、第４７条

（別表第二における情報提供の根拠）
・番号法第１９条第８号　別表第ニの１、２、３、
４、５、６、８、１１、１７、２２、２６、３０、３３、３９、
４２、４３、５６の２、５８、６１、６２、８０、８１、８
７、９０、９４、９５、９７、１０８、１０９、１１７、１１９
の項
・番号法別表第二の主務省令で定める事務及
び情報を定める命令　第２条、第３条、第５条、
第６条、第７条、第１０条、第１２条の３、第１５
条、第１９条、第２２条の２、第２４条の２、第２５
条、第２５条の２、第３０条、第３１条の２、第３２
条、第３３条、第４３条、第４３条の２、第４４条、
第４７条、第４９条、第５５条、第５５条の２、第５
９条の３
（別表第二における情報照会の根拠）
・番号法第１９条第８号　別表第二の９３、９４の
項
・番号法別表第二の主務省令で定める事務及
び情報を定める命令　第４６条、第４７条

事後

番号法の改正に伴う修正であ
り、重要な変更に該当する項
目ではなく、事前の提出・公表
が義務付けられない。

令和2年8月7日

Ⅰ-1.特定個人情報ファイルを
取り扱う事務　②事務の内容
（別添１）事務の内容 介護保
険給付に関する事務（総合事
業に関する事務を含む）

＜情報の流れ（図）＞
ホストコンピュータ
国民年金システム
税務システム
住民基本台帳システム

＜情報の流れ（図）＞
ホストコンピュータ
税務システム

事後
重要な変更に該当する項目で
はないため、事前の提出・公
表が義務付けられない。

令和1年6月28日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
5.特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先1

保健福祉局 総務部 国民健康保険課 保健福祉局 生活福祉部 保険医療課 事後
重要な変更に該当する項目で
はないため、事前の提出・公
表が義務付けられない。

令和1年6月28日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
5.特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先4

保健福祉局 総務部 医療年金課 保健福祉局 生活福祉部 保険年金課 事後
重要な変更に該当する項目で
はないため、事前の提出・公
表が義務付けられない。

令和1年6月28日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
5.特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先3

保健福祉局 総務部 国民健康保険課 保健福祉局 生活福祉部 保険年金課 事後
重要な変更に該当する項目で
はないため、事前の提出・公
表が義務付けられない。

平成30年9月3日

Ⅵ 評価実施手続
3.第三者点検
①実施日
②方法
③結果

①平成29年11月22日
②福岡市個人情報保護審議会による点検
③適合性及び妥当性の観点から審査した結
果、その記載内容は保護評価指針に定める実
施手順に適合し、妥当であると判断する。

①平成30年8月6日
②福岡市個人情報保護審議会による点検
③適合性及び妥当性の観点から審査した結
果、その記載内容は保護評価指針に定める実
施手順に適合し、妥当であると判断する。

事前
③その他の変更（特定個人情
報保護評価の再実施に伴い、
第三者点検を実施するもの）

平成30年9月3日

Ⅵ 評価実施手続
2.国民・住民等からの意見の
聴取
④主な意見の内容
⑤評価書への反映

個人情報保護についての漏れ・紛失について
の確実な検証方法と万が一にも事故が起きた
時の対応の明記がない。

④なし
⑤なし

事前

③その他の変更（特定個人情
報保護評価の再実施に伴い，
住民意見聴取を実施するも
の）

令和1年6月28日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
4.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項５
⑥委託先名

３０年度に決定予定 パーソルテンプスタッフ(株) 事後
重要な変更に該当する項目で
はないため、事前の提出・公
表が義務付けられない。

令和1年6月28日

Ⅰ基本情報
5.評価実施機関における担当
部署
②所属長の役職名

石橋　進次 介護保険課長 事後
重要な変更に該当する項目で
はないため、事前の提出・公
表が義務付けられない。

平成30年9月3日

Ⅵ 評価実施手続
2.国民・住民等からの意見の
聴取
②実施日・期間

平成２９年１０月１０日から平成２９年１１月８日
まで （３０日間）

平成３０年４月２７日から平成３０年５月２６日ま
で （３０日間）

事前

③その他の変更（特定個人情
報保護評価の再実施に伴い、
住民意見聴取を実施するも
の）

平成30年9月3日

Ⅵ 評価実施手続
1.基礎項目評価
①実施日

平成29年9月1日 平成30年4月2日 事前

③その他の変更（特定個人情
報保護評価の再実施に伴い、
しきい値判断を改めて実施し
たもの）

重要な変更に該当する項目で
はないため、事前の提出・公
表が義務付けられない。

事後保健福祉局 生活福祉部 保険医療課保健福祉局 総務部 医療年金課

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
5.特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
移転先2

令和1年6月28日
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提出時期 提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載

令和3年9月1日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先20①法令上の根拠

番号法第19条第7号別表第二第117の項 番号法第19条第8号別表第二第117の項 事後

番号法の改正に伴う修正であ
り、重要な変更に該当する項
目ではなく、事前の提出・公表
が義務付けられない。

令和3年9月1日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先19①法令上の根拠

番号法第19条第7号別表第二第95の項 番号法第19条第8号別表第二第95の項 事後

番号法の改正に伴う修正であ
り、重要な変更に該当する項
目ではなく、事前の提出・公表
が義務付けられない。

令和3年9月1日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先18①法令上の根拠

番号法第19条第7号別表第二第94の項 番号法第19条第8号別表第二第94の項 事後

番号法の改正に伴う修正であ
り、重要な変更に該当する項
目ではなく、事前の提出・公表
が義務付けられない。

令和3年9月1日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先15①法令上の根拠

番号法第19条第7号別表第二第80の項 番号法第19条第8号別表第二第80の項 事後

番号法の改正に伴う修正であ
り、重要な変更に該当する項
目ではなく、事前の提出・公表
が義務付けられない。

令和3年9月1日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先14①法令上の根拠

番号法第19条第7号別表第二第62の項 番号法第19条第8号別表第二第62の項 事後

番号法の改正に伴う修正であ
り、重要な変更に該当する項
目ではなく、事前の提出・公表
が義務付けられない。

令和3年9月1日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先16①法令上の根拠

番号法第19条第7号別表第二第87の項 番号法第19条第8号別表第二第87の項 事後

番号法の改正に伴う修正であ
り、重要な変更に該当する項
目ではなく、事前の提出・公表
が義務付けられない。

令和3年9月1日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先11①法令上の根拠

番号法第19条第7号別表第二第56の2項 番号法第19条第8号別表第二第56の2項 事後

番号法の改正に伴う修正であ
り、重要な変更に該当する項
目ではなく、事前の提出・公表
が義務付けられない。

令和3年9月1日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先13①法令上の根拠

番号法第19条第7号別表第二第61の項 番号法第19条第8号別表第二第61の項 事後

番号法の改正に伴う修正であ
り、重要な変更に該当する項
目ではなく、事前の提出・公表
が義務付けられない。

令和3年9月1日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先12①法令上の根拠

番号法第19条第7号別表第二第58の項 番号法第19条第8号別表第二第58の項 事後

番号法の改正に伴う修正であ
り、重要な変更に該当する項
目ではなく、事前の提出・公表
が義務付けられない。

令和3年9月1日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先9①法令上の根拠

番号法第19条第7号別表第二第39の項 番号法第19条第8号別表第二第39の項 事後

番号法の改正に伴う修正であ
り、重要な変更に該当する項
目ではなく、事前の提出・公表
が義務付けられない。

令和3年9月1日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先8①法令上の根拠

番号法第19条第7号別表第二第33の項 番号法第19条第8号別表第二第33の項 事後

番号法の改正に伴う修正であ
り、重要な変更に該当する項
目ではなく、事前の提出・公表
が義務付けられない。

令和3年9月1日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先10①法令上の根拠

番号法第19条第7号別表第二第42の項 番号法第19条第8号別表第二第42の項 事後

番号法の改正に伴う修正であ
り、重要な変更に該当する項
目ではなく、事前の提出・公表
が義務付けられない。

令和3年9月1日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先5①法令上の根拠

番号法第19条第7号別表第二第6の項 番号法第19条第8号別表第二第6の項 事後

番号法の改正に伴う修正であ
り、重要な変更に該当する項
目ではなく、事前の提出・公表
が義務付けられない。

令和3年9月1日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先4①法令上の根拠

番号法第19条第7号別表第二第4の項 番号法第19条第8号別表第二第4の項 事後

番号法の改正に伴う修正であ
り、重要な変更に該当する項
目ではなく、事前の提出・公表
が義務付けられない。

令和3年9月1日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先7①法令上の根拠

番号法第19条第7号別表第二第30の項 番号法第19条第8号別表第二第30の項 事後

番号法の改正に伴う修正であ
り、重要な変更に該当する項
目ではなく、事前の提出・公表
が義務付けられない。

令和3年9月1日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先6①法令上の根拠

番号法第19条第7号別表第二第26の項 番号法第19条第8号別表第二第26の項 事後

番号法の改正に伴う修正であ
り、重要な変更に該当する項
目ではなく、事前の提出・公表
が義務付けられない。

令和3年9月1日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先3①法令上の根拠

番号法第19条第7号別表第二第3の項 番号法第19条第8号別表第二第3の項 事後

番号法の改正に伴う修正であ
り、重要な変更に該当する項
目ではなく、事前の提出・公表
が義務付けられない。

令和3年9月1日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先2①法令上の根拠

番号法第19条第7号別表第二第2の項 番号法第19条第8号別表第二第2の項 事後

番号法の改正に伴う修正であ
り、重要な変更に該当する項
目ではなく、事前の提出・公表
が義務付けられない。

令和3年9月1日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先17①法令上の根拠

番号法第19条第7号別表第二第90の項 番号法第19条第8号別表第二第90の項 事後

番号法の改正に伴う修正であ
り、重要な変更に該当する項
目ではなく、事前の提出・公表
が義務付けられない。
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提出時期 提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載

令和4年10月20日

Ⅰ-７.評価実施機関における
担当部署
①部署

保健福祉局　高齢社会部　介護保険課 福祉局　高齢社会部　介護保険課 事後

機構整備に伴う所属名称の変
更であり、重大な変更に当た
らず、事前の提出・公表が義
務付けられない。

令和4年10月20日
Ⅰ-５.個人番号の利用
法令上の根拠

・行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（番号法）　第９
条第１項　別表第一の６８の項
・行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（番号法）別表第
一の主務省令で定める事務を定める命令　第５
０条

・行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（番号法）　第９
条第１項　別表第一の６８の項
・行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（番号法）別表第
一の主務省令で定める事務を定める命令　第５
０条
・公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施の
ための預貯金口座の登録等に関する法律（令
和３年法律第３８号）第９条

事前
公金受取口座を活用した公的
給付等の支給の実施に伴い、
実施前に提出するもの。

令和4年10月20日

Ⅰ-4.特定個人情報ファイルを
取り扱う理由
②実現が期待されるメリット

・被保険者等の情報を的確に把握できることか
ら、介護保険料の公平・公正な賦課と適切な認
定、給付が期待できる。
・他市町村からの転入者について、これまでに
保険者が書面による照会・公用請求を行った
り、被保険者が各種申請で求められていた行政
機関が発行する添付書類の省略が図られ、行
政事務の効率化や被保険者の負担軽減（各機
関を訪問し、証明書等を入手する金銭的、時間
的コストの節約)につながることが見込まれる。
・個人番号カードによる本人確認、個人番号の
真正性確認が可能となり、行政事務の効率化
に資することが期待される。

・被保険者等の情報を的確に把握できることか
ら、介護保険料の公平・公正な賦課と適切な認
定、給付が期待できる。
・他市町村からの転入者について、これまでに
保険者が書面による照会・公用請求を行った
り、被保険者が各種申請で求められていた行政
機関が発行する添付書類の省略が図られ、行
政事務の効率化や被保険者の負担軽減（各機
関を訪問し、証明書等を入手する金銭的、時間
的コストの節約)につながることが見込まれる。
・個人番号カードによる本人確認、個人番号の
真正性確認が可能となり、行政事務の効率化
に資することが期待される。
・個人番号を活用した情報連携により、保険者
が公金受取口座情報を入手することで、被保険
者は、保険料の還付及び給付事務 （総合事業
に関する事務を含む）の申請手続きにおいて、
添付書類の省略が図られ、被保険者の負担軽
減につながることが見込まれる。

事前
公金受取口座を活用した公的
給付等の支給の実施に伴い、
実施前に提出するもの。

令和4年10月20日

Ⅰ-4.特定個人情報ファイルを
取り扱う理由
①事務実施上の必要性

・保険料賦課及び給付事務において、保険料や
負担上限額等を適切に算定するため、被保険
者及び世帯の課税状況や所得情報等をより的
確かつ効率的に把握する必要がある。
・被保険者の転入前の認定情報を的確に把握
する必要がある。
・個人番号を用いて、国や他の自治体等と情報
連携することで、保険者及び被保険者が各種証
明書を取得する手間や手続きを省略する必要
がある。

・保険料賦課及び給付事務において、保険料や
負担上限額等を適切に算定するため、被保険
者及び世帯の課税状況や所得情報等をより的
確かつ効率的に把握する必要がある。
・被保険者の転入前の認定情報を的確に把握
する必要がある。
・個人番号を用いて、国や他の自治体等と情報
連携することで、保険者及び被保険者が各種証
明書を取得する手間や手続きを省略する必要
がある。
・保険料の還付及び給付事務 （総合事業に関
する事務を含む）において、被保険者から公的
給付支給等口座（以下、「公金受取口座」とい
う。）を利用する旨意思表示があった場合、事前
に登録している公金受取口座情報を把握する
必要がある。

事前
公金受取口座を活用した公的
給付等の支給の実施に伴い、
実施前に提出するもの。

令和4年10月20日

Ⅰ-２特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
システム６（共通基盤システ
ム）

（※追加記載） 使用システムに共通基盤システムを追加 事後
重要な変更に該当する項目で
はないため、事前の提出・公
表が義務付けられない。

令和4年10月20日

Ⅰ-1.特定個人情報ファイルを
取り扱う理由
②事務の内容

（略）
①第1号被保険者の資格取得、資格喪失、変更
の届出
（中略）
④保険料の収納
（中略）
⑧介護保険(介護予防)居宅介護福祉用具購入
費支給申請、決定
⑨介護保険(介護予防)居宅介護住宅改修費支
給申請、決定
⑩居宅(介護予防)サービス計画届出の登録
⑪利用者負担割合の決定
⑫負担限度額認定や各種減免認定の申請、認
定決定、認定証の交付
⑬高額介護(介護予防)サービス費支給申請、
支給決定
⑭高額医療合算介護(介護予防)サービス費支
給申請、支給決定
（中略）
⑭及び⑲の事務に個人番号を利用し、本市の
介護保険と国民健康保険の給付情報に関する
名寄せ
を行う。
（以下略）

（略）
①第1号被保険者の資格取得、資格喪失、変更
の届出
（中略）
④保険料の収納、還付
（中略）
⑧利用者負担割合の決定
⑨居宅(介護予防)サービス計画届出の登録
⑩介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入
費、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費
支給申請、決定
⑪負担限度額認定や各種減免認定の申請、認
定決定、認定証の交付
⑫高額介護(介護予防)サービス費支給申請、
支給決定
⑬高額医療合算介護(介護予防)サービス費支
給申請、支給決定
⑭介護保険居宅介護（介護予防）サービス費等
（償還払）支給申請、支給決定及び介護保険特
定入所者介護（介護予防）サービス費等支給申
請、支給決定
（中略）
⑬及び⑲の事務に個人番号を利用し、本市の
介護保険と国民健康保険の給付情報に関する
名寄せ
を行う。
（以下略）

事前
公金受取口座を活用した公的
給付等の支給の実施に伴い、
実施前に提出するもの。
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提出時期 提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載

令和4年10月20日

Ⅱ-2.基本情報
④記録される項目
主な記録項目

［　］その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） ［〇］その他（公金受取口座情報　　　　　　　　　） 事前
公金受取口座を活用した公的
給付等の支給の実施に伴い、
実施前に提出するもの。

令和4年10月20日

Ⅰ-1.特定個人情報ファイルを
取り扱う事務　②事務の内容
（別添１）事務の内容 介護保
険給付に関する情報（総合事
業に関する事務を含む）

＜事務の内容（図）＞
市町村長（地方税情報）（住民情報）
⑦高額合算介護（介護予防）サービス費等支給
支給対象者情報
（中略）
⑨高額合算介護（介護予防）サービス費等支給
支給対象者情報
（中略）
⑰所得情報、住民情報 照会・回答
（備考）
＜国民健康保険団体連合会との情報連携＞
⑦福岡県国民健康保険団体連合会から、伝送
通信ソフトにより、高額合算介護（介護予防）
サービス費及び総合事業高額医療合算介護予
防サービス費相当事業の支給申請情報の受け
取り、補正情報を送付する。
（中略）
＜後期高齢者広域連合との情報連携＞
⑨後期高齢者医療広域連合と高額合算介護
（介護予防）サービス費の支給申請情報の受け
取り、補正情報を送付する。
（中略）
＜各種給付申請、決定、認定証等の交付＞
⑫⑬
・住宅改修費，福祉用具購入費：申請により、支
給額を決定し、決定通知書を送付する。
（中略）
＜市町村への照会・回答＞
⑯住民基本台帳ネットワークシステムを用い
て、住基情報を得る。
⑰情報提供ネットワークを用いて、所得情報、
住民情報を得る。

＜事務の内容（図）＞
市町村長（地方税情報）（住民情報）（高額医療合算介
護(介護予防)サービス費等の自己負担額情報）
内閣総理大臣（公金受取口座情報）
⑦高額医療合算介護（介護予防）サービス費等支給
支給対象者情報
（中略）
⑨高額医療合算介護（介護予防）サービス費等支給
支給対象者情報
（中略）
⑰所得情報、住民情報、高額医療合算介護(介護予
防)サービス費等の自己負担額情報，公金受取口座
情報 照会・回答
（備考）
＜国民健康保険団体連合会との情報連携＞
⑦福岡県国民健康保険団体連合会から、伝送通信ソ
フトにより、高額医療合算介護（介護予防）サービス費
及び総合事業高額医療合算介護予防サービス費相
当事業の支給申請情報の受け取り、補正情報を送付
する。
（中略）
＜後期高齢者広域連合との情報連携＞
⑨後期高齢者医療広域連合と高額医療合算介護（介
護予防）サービス費の支給申請情報の受け取り、補正
情報を送付する。
（中略）
＜各種給付申請、決定、認定証等の交付＞　⑫⑬
・住宅改修費、福祉用具購入費、介護保険居宅介護
（介護予防）サービス費等（償還払）及び介護保険特
定入所者介護（介護予防）サービス費等：申請により、
支給額を決定し、決定通知書を送付する。
（中略）
＜内閣総理大臣、市町村への照会・回答＞
⑯住民基本台帳ネットワークシステムを用いて、住基
情報を得る。
⑰情報提供ネットワークを用いて、所得情報、住民情
報、高額医療合算介護(介護予防)サービス費等の自
己負担額情報、公金受取口座情報（請求者が登録済
みの公金受取口座を利用する旨意思表示があった場
合）を得る。

事前
公金受取口座を活用した公的
給付等の支給の実施に伴い、
実施前に提出するもの。

令和4年10月20日

Ⅰ-1.特定個人情報ファイルを
取り扱う事務　②事務の内容
（別添１）事務の内容 介護保
険料収納に関する情報

＜情報の流れ（図）＞
⑤減免申請・決定
⑥督促状・催告書送付
⑦給付制限
⑧納付済額のお知らせ

（備考）
＜保険料の減免＞
⑤保険料の減免申請があった場合は、審査を
行い、承認（不承認）の決定を行う。
＜滞納整理＞
⑥保険料の未納者に対して、督促状及び催告
書を送付する。
＜給付制限＞
⑦保険料の未納が一定期間を超えた場合、給
付制限をかける。
＜納付済額のお知らせ＞
⑧被保険者に、年に１回、納付済額のお知らせ
を送付する。

＜情報の流れ（図）＞
統合宛名システム
中間サーバ
情報連携ネットワークシステム
内閣総理大臣（公金受取口座情報）
⑤公金受取口座情報 照会・回答
⑥減免申請・決定
⑦督促状・催告書送付
⑧給付制限
⑨納付済額のお知らせ

（備考）
＜内閣総理大臣への照会・回答＞
⑤保険料の還付請求の際、請求者から公金受
取口座を利用する旨意思表示があった場合、
情報提供ネットワークシステムを用いて、公金
受取口座情報を得る。
＜保険料の減免＞
⑥保険料の減免申請があった場合は、審査を
行い、承認（不承認）の決定を行う。
＜滞納整理＞
⑦保険料の未納者に対して、督促状及び催告
書を送付する。
＜給付制限＞
⑧保険料の未納が一定期間を超えた場合、給
付制限をかける。
＜納付済額のお知らせ＞
⑨被保険者に、年に１回、納付済額のお知らせ
を送付する。

事前
公金受取口座を活用した公的
給付等の支給の実施に伴い、
実施前に提出するもの。

令和4年10月20日

Ⅰ-1.特定個人情報ファイルを
取り扱う事務　②事務の内容
（別添１）事務の内容 介護保
険料賦課に関する情報

＜情報の流れ（図）＞
（※追加記載）

（備考）
（※追加記載）

＜情報の流れ（図）＞
共通基盤システム
⑧年金特徴者情報

（備考）
＜国民年金システムへの情報提供＞
⑧共通基盤システムを経由して、国民年金シス
テムへ年金特徴者情報を提供する。

事後
重要な変更に該当する項目で
はないため、事前の提出・公
表が義務付けられない。

令和4年10月20日

Ⅰ-1.特定個人情報ファイルを
取り扱う事務　②事務の内容
（別添１）事務の内容 介護保
険資格に関する情報

＜情報の流れ（図）＞
（※追加記載）

（備考）
（※追加記載）

＜情報の流れ（図）＞
共通基盤システム
⑨資格情報

（備考）
＜住民基本台帳システムへの情報提供＞
⑨共通基盤システムを経由して、住民基本台帳
システムへ資格情報を提供する。

事後
重要な変更に該当する項目で
はないため、事前の提出・公
表が義務付けられない。
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提出時期 提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載

令和4年10月20日

Ⅱ-2.基本情報
④記録される項目
全ての記録項目
別添２

＜賦課ファイル、収滞納ファイル＞

介護保険者番号,賦課年度,被保険者番号,納付
原簿履歴通番,納付原簿入力所得区分コード,納
付原簿所得区分コード,徴収方法区分コード,納
付原簿調定額,納付原簿年額,納付原簿月割額,
納付原簿確定保険料額,納付原簿賦課年月日,
納付原簿賦課期日年月日,納付原簿通知書通
知理由コード,納付原簿賦課結果コード,納付原
簿前回徴収方法区分コード,納付原簿納入通知
書発行年月日,納付原簿特別徴収義務者コード,
納付原簿年金コード,納付原簿基礎年金番号,納
付原簿回付情報各種年月日,納付原簿特別徴
収依頼作成年月日,納付原簿特別徴収中止区
分コード,納付原簿特別徴収中止事由コード,納
付原簿特別徴収中止依頼作成年月日,納付原
簿特別徴収中止通知書発行年月日,納付原簿
仮徴収額変更年月日,納付原簿仮徴収額変更
依頼作成年月日,納付原簿仮徴収額変更通知
書発行年月日,納付原簿減免区分コード,納付原
簿徴収猶予区分コード,納付原簿全期前納報奨
金額,納付原簿調定取消事由コード,納付原簿調
定取消年月日,納付原簿行政区コード,納付原簿
政令広域コード,納付原簿更正操作者コード,納
付原簿激変緩和措置フラグ,納付原簿特例標準
割合適用フラグ,納付原簿３段階特例標準割合
適用フラグ,納付原簿更新画面の備考,仮徴収額
変更の変更後所得段階X,仮徴収額変更の変更
後特例（標準）割合,適用フラグ,仮徴収額変更の
変更後３段階特例（標準）,割合適用フラグ,更新
通番,更新操作者コード,更新年月日,更新時刻,
作成操作者コード,作成年月日,作成時刻

＜賦課ファイル、収滞納ファイル＞

介護保険者番号,賦課年度,被保険者番号,納付
原簿履歴通番,納付原簿入力所得区分コード,納
付原簿所得区分コード,徴収方法区分コード,納
付原簿調定額,納付原簿年額,納付原簿月割額,
納付原簿確定保険料額,納付原簿賦課年月日,
納付原簿賦課期日年月日,納付原簿通知書通
知理由コード,納付原簿賦課結果コード,納付原
簿前回徴収方法区分コード,納付原簿納入通知
書発行年月日,納付原簿特別徴収義務者コード,
納付原簿年金コード,納付原簿基礎年金番号,納
付原簿回付情報各種年月日,納付原簿特別徴
収依頼作成年月日,納付原簿特別徴収中止区
分コード,納付原簿特別徴収中止事由コード,納
付原簿特別徴収中止依頼作成年月日,納付原
簿特別徴収中止通知書発行年月日,納付原簿
仮徴収額変更年月日,納付原簿仮徴収額変更
依頼作成年月日,納付原簿仮徴収額変更通知
書発行年月日,納付原簿減免区分コード,納付原
簿徴収猶予区分コード,納付原簿全期前納報奨
金額,納付原簿調定取消事由コード,納付原簿調
定取消年月日,納付原簿行政区コード,納付原簿
政令広域コード,納付原簿更正操作者コード,納
付原簿激変緩和措置フラグ,納付原簿特例標準
割合適用フラグ,納付原簿３段階特例標準割合
適用フラグ,納付原簿更新画面の備考,仮徴収額
変更の変更後所得段階X,仮徴収額変更の変更
後特例（標準）割合,適用フラグ,仮徴収額変更の
変更後３段階特例（標準）,割合適用フラグ,更新
通番,更新操作者コード,更新年月日,更新時刻,
作成操作者コード,作成年月日,作成時刻、金融
機関種別、金融機関コード、支店コード、預金種
目、口座番号、口座名義（カナ）

事前
公金受取口座を活用した公的
給付等の支給の実施に伴い、
実施前に提出するもの。

令和4年10月20日

Ⅱ-2.基本情報
④記録される項目
全ての記録項目
別添２

＜受給ファイル、認定ファイル、給付ファイル＞

介護保険者番号,被保険者番号,受給者履歴通
番,被保険者履歴通番,受給者要介護状態区分
コード,受給者認定年月日,受給者結果変更事由
コード,受給者認定結果通知書発行年月日,受給
者認定有効期間開始年月日,受給者認定有効
期間終了年月日,受給者支給限度管理期間終
了年月日,受給者再審査フラグ,受給者申請取消
事由コード,受給者申請取消年月日,受給者認定
中断事由コード,受給者認定中断年月日,受給者
認定取消事由コード,受給者認定取消年月日,受
給者申請事由コード,受給者申請年月日,受給者
申請かかりつけ医コード,受給者申請者関係
コード,受給者訪問対象地区コード,受給者識別
コード,受給者同意書有無コード,受給者前保険
者名（漢字）,受給者申請者名（漢字）,受給者申
請者電話番号,受給者申請書備考（漢字）,受給
者居宅住所都道府県コード,受給者居宅住所市
町村コード,受給者居宅住所町名コード,受給者
居宅都道府県名（漢字）,受給者居宅市町村名
（漢字）,受給者居宅住所（漢字）,受給者居宅番
地（漢字）,受給者居宅方書（漢字）,受給者居宅
親郵便番号,受給者居宅子郵便番号,受給者居
宅電話番号,受給者居宅市内外区分コード,受給
者特定疾病コード,受給者政令広域コード,受給
者介護要状態コード,受給者労災等番号,処理年
月日,受給者みなし認定区分コード,受給者介護
保険審査会結果前要介護状態区分コード,区分
変更用前回受給者履歴通番,経過措置前情報
（結果、有効期間、希望）,通知書理由,更新通番,
更新操作者コード,更新年月日,更新時刻,作成
操作者コード,作成年月日,作成時刻

＜受給ファイル、認定ファイル、給付ファイル＞

介護保険者番号,被保険者番号,受給者履歴通
番,被保険者履歴通番,受給者要介護状態区分
コード,受給者認定年月日,受給者結果変更事由
コード,受給者認定結果通知書発行年月日,受給
者認定有効期間開始年月日,受給者認定有効
期間終了年月日,受給者支給限度管理期間終
了年月日,受給者再審査フラグ,受給者申請取消
事由コード,受給者申請取消年月日,受給者認定
中断事由コード,受給者認定中断年月日,受給者
認定取消事由コード,受給者認定取消年月日,受
給者申請事由コード,受給者申請年月日,受給者
申請かかりつけ医コード,受給者申請者関係
コード,受給者訪問対象地区コード,受給者識別
コード,受給者同意書有無コード,受給者前保険
者名（漢字）,受給者申請者名（漢字）,受給者申
請者電話番号,受給者申請書備考（漢字）,受給
者居宅住所都道府県コード,受給者居宅住所市
町村コード,受給者居宅住所町名コード,受給者
居宅都道府県名（漢字）,受給者居宅市町村名
（漢字）,受給者居宅住所（漢字）,受給者居宅番
地（漢字）,受給者居宅方書（漢字）,受給者居宅
親郵便番号,受給者居宅子郵便番号,受給者居
宅電話番号,受給者居宅市内外区分コード,受給
者特定疾病コード,受給者政令広域コード,受給
者介護要状態コード,受給者労災等番号,処理年
月日,受給者みなし認定区分コード,受給者介護
保険審査会結果前要介護状態区分コード,区分
変更用前回受給者履歴通番,経過措置前情報
（結果、有効期間、希望）,通知書理由,更新通番,
更新操作者コード,更新年月日,更新時刻,作成
操作者コード,作成年月日,作成時刻、金融機関
種別、金融機関コード、支店コード、預金種目、
口座番号、口座名義（カナ）

事前
公金受取口座を活用した公的
給付等の支給の実施に伴い、
実施前に提出するもの。

令和4年10月20日

Ⅱ-2.基本情報
④記録される項目
その妥当性

・個人番号、その他識別情報：個人を正確に特
定し、適正な情報連携を確保するため。
・4情報、連絡先：被保険者証の発行、各種通知
書の送付、本人への連絡等のため。
・住民票関係情報：保険料の算定や給付費の
支給決定のための世帯状況の把握、住所地特
例者確認のための従前及び転出先住所の把握
・地方税関係情報：収入・所得に応じた保険料
の算定や給付費（負担限度額等）の支給決定を
行うため。
・医療保険関係情報：給付費（高額医療合算）
の支給決定を行うため。
・生活保護・社会福祉関係情報：保険料の算定
や給付費の支給決定を行うため。
・介護・高齢者福祉関係情報：介護保険制度の
事務を行うため。
・年金関係情報：保険料の算定や給付費の決
定、負担限度額の認定、年金からの保険料の
特別徴収を行うため。

・個人番号、その他識別情報：個人を正確に特
定し、適正な情報連携を確保するため。
・4情報、連絡先：被保険者証の発行、各種通知
書の送付、本人への連絡等のため。
・住民票関係情報：保険料の算定や給付費の
支給決定のための世帯状況の把握、住所地特
例者確認のための従前及び転出先住所の把握
・地方税関係情報：収入・所得に応じた保険料
の算定や給付費（負担限度額等）の支給決定を
行うため。
・医療保険関係情報：給付費（高額医療合算）
の支給決定を行うため。
・生活保護・社会福祉関係情報：保険料の算定
や給付費の支給決定を行うため。
・介護・高齢者福祉関係情報：介護保険制度の
事務を行うため。
・年金関係情報：保険料の算定や給付費の決
定、負担限度額の認定、年金からの保険料の
特別徴収を行うため。
・その他（公金受取口座情報）：公金受取口座に
保険料の還付金及び申請のあった各種給付金
等を振り込むため。

事前
公金受取口座を活用した公的
給付等の支給の実施に伴い、
実施前に提出するもの。
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提出時期 提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載

令和4年10月20日

Ⅱ-３.特定個人情報の入手・
使用
⑧使用方法

５　給付に係る事務 （総合事業に関する事務を
含む）
（略）
・高額介護（介護予防）サービス費及び総合事
業高額介護予防サービス費相当事業の申請に
より税関係情報（所得状況・課税状況）、住民関
係情報、生活保護関係情報、年金関係情報を
もとに高額限度額を決定し、住民関係情報の住
所又は本人等から申し出のあった送付先住所
に決定通知書を送付する。
（以下略）

５　給付に係る事務 （総合事業に関する事務を
含む）
（略）
・高額介護（介護予防）サービス費及び総合事
業高額介護予防サービス費相当事業の申請に
より税関係情報（所得状況・課税状況）、住民関
係情報、生活保護関係情報、年金関係情報を
もとに高額限度額を決定し、住民関係情報の住
所又は本人等から申し出のあった送付先住所
に決定通知書を送付する。
・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入
費の申請により、支給額を決定し、住民関係情
報の住所又は本人等から申し出のあった送付
先住所に決定通知書を送付する。
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の
支給申請により、支給額を決定し、住民関係情
報の住所又は本人等から申し出のあった送付
先住所に決定通知書を送付する。
・介護保険居宅介護（介護予防）サービス費等
（償還払）及び介護保険特定入所者介護（介護
予防）サービス費等の申請により、支給額を決
定し、住民関係情報の住所又は本人等から申
し出のあった送付先住所に決定通知書を送付
する。
・被保険者が各種給付の申請を行う際に、公金
受取口座を利用する旨意思表示があった場
合、公金受取口座情報に基づき、公金受取口
座に振り込む。
（以下略）

事前
公金受取口座を活用した公的
給付等の支給の実施に伴い、
実施前に提出するもの。

令和4年10月20日

Ⅱ-３.特定個人情報の入手・
使用
⑧使用方法

３　保険料収納に係る事務
・保険料納入後消込を行う。
・期限までに保険料の納付がない被保険者に
対して、住基情報の住所又は本人等から申し出
のあった送付先住所に督促状を送付する。督促
状の期限までに納付がない者に対しては、随時
催告書を送付する。
・保険料滞納者が保険給付を受ける際は、滞納
期間に応じて支払い方法の変更、支払いの一
時差止、給付額減額等給付制限の措置を決定
する。
・減免や徴収猶予の申請があった場合は、本人
又は本人の代理人からの申請書及び添付書類
に基づき決定する。

３　保険料収納に係る事務
・保険料納入後消込を行う。
・期限までに保険料の納付がない被保険者に
対して、住基情報の住所又は本人等から申し出
のあった送付先住所に督促状を送付する。督促
状の期限までに納付がない者に対しては、随時
催告書を送付する。
・保険料滞納者が保険給付を受ける際は、滞納
期間に応じて支払い方法の変更、支払いの一
時差止、給付額減額等給付制限の措置を決定
する。
・減免や徴収猶予の申請があった場合は、本人
又は本人の代理人からの申請書及び添付書類
に基づき決定する。
・保険料の過誤納がある場合、滞納保険料へ
の充当又は還付を行う。還付の請求があった場
合は、本人又は相続人等から請求書及び添付
書類が提出され、公金受取口座を利用する旨
意思表示があった場合は、公金受取口座情報
に基づき支払いを決定する。

事前
公金受取口座を活用した公的
給付等の支給の実施に伴い、
実施前に提出するもの。

令和4年10月20日

Ⅱ-３.特定個人情報の入手・
使用
⑦使用の主体
使用部署

・保健福祉局 高齢社会部 介護保険課
・各区保健福祉センター 福祉・介護保険課
・西部出張所及び入部出張所
・総務企画局ICT戦略室情報システム課

・福祉局 高齢社会部 介護保険課
・各区保健福祉センター 福祉・介護保険課
・西部出張所及び入部出張所
・総務企画局DX戦略部情報システム課

事後

機構整備に伴う所属名称の変
更であり、重大な変更に当た
らず、事前の提出・公表が義
務付けられない。

令和4年10月20日

Ⅱ-３.特定個人情報の入手・
使用
⑥使用目的

被保険者資格の管理、保険料賦課、保険給付
の支給、要介護認定等

被保険者資格の管理、保険料賦課、保険料収
納、保険給付の支給、要介護認定等

事前
公金受取口座を活用した公的
給付等の支給の実施に伴い、
実施前に提出するもの。

令和4年10月20日

Ⅱ-３.特定個人情報の入手・
使用
③入手の時期・頻度

〈情報提供ネットワーク〉
・他市町村等からの情報が必要となった都度入
手

〈情報提供ネットワーク〉
・他市町村等からの情報が必要となった都度入
手
・保険料の還付及び申請のあった各種給付金
等の支給の都度入手

事前
公金受取口座を活用した公的
給付等の支給の実施に伴い、
実施前に提出するもの。

令和4年10月20日

Ⅱ-３.特定個人情報の入手・
使用
①入手元

評価実施機関内の他部署（財政局税務部税制
課、保健福祉局生活福祉部保険年金課、保険
医療課、保護課、市民局総務部区政課）
行政機関・独立行政法人等（日本年金機構）

評価実施機関内の他部署（財政局税務部税制
課、保健医療局総務部保険年金課、保険医療
課、福祉局生活福祉部保護課、市民局総務部
戸籍住民課）
行政機関・独立行政法人等（日本年金機構、内
閣総理大臣）

事前
公金受取口座を活用した公的
給付等の支給の実施に伴い、
実施前に提出するもの。

令和4年10月20日
Ⅱ-2.基本情報
⑥事務担当部署

・保健福祉局 高齢社会部 介護保険課
・各区保健福祉センター 福祉・介護保険課
・西部出張所及び入部出張所

・福祉局 高齢社会部 介護保険課
・各区保健福祉センター 福祉・介護保険課
・西部出張所及び入部出張所

事後

機構整備に伴う所属名称の変
更であり、重大な変更に当た
らず、事前の提出・公表が義
務付けられない。
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提出時期 提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載

令和4年10月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
移転先９

（※追加記載）
年金生活者支援給付金の支給に関する事務を
追加

事後
重要な変更に該当する項目で
はないため、事前の提出・公
表が義務付けられない。

令和4年10月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
移転先７

（※追加記載）
高額障がい福祉サービス費の算定に関する事
務を追加

事後
重要な変更に該当する項目で
はないため、事前の提出・公
表が義務付けられない。

令和4年10月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
移転先７

市民局　総務部　区政課 市民局　総務部　戸籍住民課 事後

機構整備に伴う所属名称の変
更であり、重大な変更に当た
らず、事前の提出・公表が義
務付けられない。

令和4年10月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
移転先４

保健福祉局 生活福祉部 保険年金課 保健医療局　総務部　保険年金課 事後

機構整備に伴う所属名称の変
更であり、重大な変更に当た
らず、事前の提出・公表が義
務付けられない。

令和4年10月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
移転先３

保健福祉局 生活福祉部 保険年金課 保健医療局　総務部　保険年金課 事後

機構整備に伴う所属名称の変
更であり、重大な変更に当た
らず、事前の提出・公表が義
務付けられない。

令和4年10月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
移転先２

保健福祉局 生活福祉部 保険医療課 保健医療局　総務部　保険医療課 事後

機構整備に伴う所属名称の変
更であり、重大な変更に当た
らず、事前の提出・公表が義
務付けられない。

令和4年10月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
移転先１

保健福祉局 生活福祉部 保険医療課 保健医療局　総務部　保険医療課 事後

機構整備に伴う所属名称の変
更であり、重大な変更に当た
らず、事前の提出・公表が義
務付けられない。

令和4年10月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供・移転の有無

〔〇〕移転を行っている（７件） 〔〇〕移転を行っている（９件） 事後
重要な変更に該当する項目で
はないため、事前の提出・公
表が義務付けられない。

令和4年10月20日

Ⅱ-3.特定個人情報の入手・
使用
⑧使用方法
権利利益に影響を与え得る決
定

被保険者の資格取得・喪失の決定、保険料の
賦課決定、要介護（要支援）認定申請結果の決
定、自己負担割合の決定、高額介護（介護予
防）サービス費及び総合事業高額介護予防
サービス費相当事業・額医療合算介護(介護予
防)サービス費及び総合事業高額医療合算介
護予防サービス費相当事業の支給決定、各種
負担限度額（利用者負担減免含む）の認定

被保険者の資格取得・喪失の決定、保険料の
賦課決定、保険料の還付の支払いの決定、要
介護（要支援）認定申請結果の決定、自己負担
割合の決定、高額介護（介護予防）サービス費
及び総合事業高額介護予防サービス費相当事
業・高額医療合算介護(介護予防)サービス費及
び総合事業高額医療合算介護予防サービス費
相当事業、介護保険居宅介護(介護予防)福祉
用具購入費、介護保険居宅介護(介護予防)住
宅改修費、介護保険居宅介護（介護予防）サー
ビス費等（償還払）及び介護保険特定入所者介
護（介護予防）サービス費等の支給決定、各種
負担限度額（利用者負担減免含む）の認定

事前
公金受取口座を活用した公的
給付等の支給の実施に伴い、
実施前に提出するもの。

令和4年10月20日

Ⅱ-3.特定個人情報の入手・
使用
⑧使用方法
情報の突合

〈１～５の事務〉
住民関係情報と介護保険情報を突合して、各種
通知書を送付する。
〈２の事務〉
住民関係情報（世帯状況）及び税関係情報（所
得状況・課税状況）、生活保護関係情報（受給
状況）、年金関係情報（受給状況）を突合して、
保険料を決定する。
〈４の事務〉
・他市町村からの転入者が認定申請をする場
合において、被保険者情報と転入前の要介護
認定情報を突合する。
〈５の事務〉
住民関係情報（世帯状況）及び税関係情報（所
得状況・課税状況）、生活保護関係情報（受給
状況）、年金関係情報（受給状況）を突合して、
介護サービス利用時の自己負担割合、高額介
護（介護予防）サービス費及び総合事業高額介
護予防サービス費相当事業、高額医療合算介
護(介護予防)サービス費及び総合事業高額医
療合算介護予防サービス費相当事業の支給決
定及び各種負担額認定（利用者負担減免含む）
の決定をする。

〈１～５の事務〉
住民関係情報と介護保険情報を突合して、各種
通知書を送付する。
〈２の事務〉
住民関係情報（世帯状況）及び税関係情報（所
得状況・課税状況）、生活保護関係情報（受給
状況）、年金関係情報（受給状況）を突合して、
保険料を決定する。
〈３の事務〉
保険料の還付請求の際、請求者から公金受取
口座を利用する旨意思表示があった場合、公
金受取口座情報と保有してる口座情報を突合し
て、支払いを決定する。
〈４の事務〉
・他市町村からの転入者が認定申請をする場
合において、被保険者情報と転入前の要介護
認定情報を突合する。
〈５の事務〉
住民関係情報（世帯状況）及び税関係情報（所
得状況・課税状況）、生活保護関係情報（受給
状況）、年金関係情報（受給状況）を突合して、
介護サービス利用時の自己負担割合、高額介
護（介護予防）サービス費及び総合事業高額介
護予防サービス費相当事業、高額医療合算介
護(介護予防)サービス費及び総合事業高額医
療合算介護予防サービス費相当事業、介護保
険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費、介護
保険居宅介護(介護予防)住宅改修費、介護保
険居宅介護（介護予防）サービス費等（償還払）
及び介護保険特定入所者介護（介護予防）サー
ビス費等の支給決定及び各種負担額認定（利
用者負担減免含む）の決定をする。
また、被保険者が各種給付の申請を行う際に、
公金受取口座を利用する旨意思表示があった
場合、公金受取口座情報と保有している口座情
報を突合し、公金受取口座に振り込む。

事前
公金受取口座を活用した公的
給付等の支給の実施に伴い、
実施前に提出するもの。
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提出時期 提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載

令和4年10月20日
Ⅵ-１基礎項目評価
①実施日

平成30年4月2日 令和4年6月8日 事前
重要事項の変更に伴い、再評
価を実施したもの

令和4年10月20日

Ⅴ-2.特定個人情報ファイルの
取扱いに関する問合せ
①連絡先

〒810-8620
福岡市中央区天神１丁目８の１
保健福祉局 高齢社会部 介護保険課
TEL：092-733-5452　FAX：092-726-3328

〒810-8620
福岡市中央区天神１丁目８の１
福祉局 高齢社会部 介護保険課
TEL：092-733-5452　FAX：092-726-3328

事後

機構整備に伴う所属名称の変
更であり、重大な変更に当た
らず、事前の提出・公表が義
務付けられない。

令和4年10月20日

Ⅳ-2.従業員に対する教育・啓
発
具体的な方法

＜本市における措置＞
(1)研修について
・全職員を対象とした情報セキュリティ研修を毎
年度実施（ｅラーニング形式）し、個人情報の取
扱いを含めた情報セキュリティに関する基礎的
な知識の習得及び情報セキュリティに対する意
識の向上を図っている。
・情報セキュリティ及び個人情報の取扱いにつ
いて、新規採用職員を対象とした研修、情報セ
キュリティ責任者及び担当課個人情報保護責
任者（課長）を対象とした研修等、それぞれの役
割に応じた特別研修を毎年度実施（集合研修
形式）している。
・外部講師（福岡県警のサイバーテロ対策の専
門家やJ-LISより派遣される講師等）を招き、情
報セキュリティ講習会の開催を行っている。

＜本市における措置＞
(1)情報セキュリティ研修について
・全職員を対象として情報セキュリティ研修を毎
年度実施し、個人情報の取扱いを含めた情報
セキュリティに関する基礎的な知識の習得及び
情報セキュリティに対する意識の向上を図って
いる。
・新規採用職員を対象とした研修、情報セキュリ
ティ責任者（課長）を対象とした研修等、それぞ
れの役割に応じた特別研修を毎年度実施して
いる。
・J-LISのeラーニングやCYDER等の外部の研
修受講を広く募集し、毎年度活用している。

事後
研修内容の記載を変更したも
ので重要な変更には当たらな
い。

令和4年10月20日

Ⅲ-7.特定個人情報の保管・
消去
⑤物理的対策
具体的な対策の内容

＜本市における措置＞
・サーバ室（サーバ更新にあたり、平成30年1月
下旬に民間のデータセンターへ移行予定）は入
室可能な者を限定し、入室時にはＩＤとパスワー
ドで認証している。
・サーバ室内及び作業室内は常時監視カメラで
モニタリングしている。
・サーバ室の記憶装置は床に固定し、停電時も
機器が正常終了できるまでの予備電源を確保
している。
・サーバのラックは施錠し、関係者以外アクセス
できない。
・前日のバックアップデータを保管し、データ喪
失リスクに備えている。
・個人情報を含む不要な帳票は、適切に管理
し、破棄している。

＜本市における措置＞
サーバ等は、データセンターに設置しており、設
置場所への入室はセキュリティゲートや生体認
証装置、監視カメラなどによる厳重なセキュリ
ティ管理を行っている。

事後

個人のプライバシー等の権利
利益に影響を与え得る特定個
人情報の漏えいその他の事
態を発生させるリスクを相当
程度変動させるものではない
と考えられる変更は、重要な
変更には当たらないため、事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和4年10月20日

Ⅲ-6.情報提供ネットワークシ
ステムとの接続
リスク３：入手した特定個人情
報が不正確であるリスク
リスクに対する措置の内容

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
①中間サーバは、個人情報保護委員会との協
議を経て、総務大臣が設置・管理する情報提供
ネットワークシステムを使用して、情報提供用個
人識別符号により紐付けられた照会対象者に
係る特定個人情報を入手するため、正確な照
会対象者に係る特定個人情報を入手すること
が担保されている。

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
①中間サーバは、個人情報保護委員会との協
議を経て、内閣総理大臣が設置・管理する情報
提供ネットワークシステムを使用して、情報提供
用個人識別符号により紐付けられた照会対象
者に係る特定個人情報を入手するため、正確な
照会対象者に係る特定個人情報を入手するこ
とが担保されている。

事後

番号法の改正に伴う修正であ
り、重要な変更に当たらず、事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和4年10月20日

Ⅲ-6.情報提供ネットワークシ
ステムとの接続
リスク２：安全が保たれない方
法によって入手が行われるリ
スク
リスクに対する措置の内容

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
①中間サーバは、個人情報保護委員会との協
議を経て、総務大臣が設置・管理する情報提供
ネットワークシステムを使用した特定個人情報
の入手のみ実施できるよう設計されるため、安
全性が担保されている

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
①中間サーバは、個人情報保護委員会との協
議を経て、内閣総理大臣が設置・管理する情報
提供ネットワークシステムを使用した特定個人
情報の入手のみ実施できるよう設計されるた
め、安全性が担保されている。

事後

番号法の改正に伴う修正であ
り、重要な変更に当たらず、事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和4年10月20日

Ⅱ-6.特定個人方法の保管・
消去
③消去方法

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
①特定個人情報の消去は地方公共団体からの
操作によって実施されるため、通常、中間サー
バ・プラットフォームの保守・運用を行う事業者
が特定個人情報を消去することはない。
②ディスク交換やハード更改等の際は、中間
サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事
業者において、保存された情報が読み出しでき
ないよう、物理的破壊又は専用ソフト等を利用し
て完全に消去する。

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
①特定個人情報の消去は地方公共団体からの
操作によって実施されるため、通常、中間サー
バ・プラットフォームの保守・運用を行う事業者
が特定個人情報を消去することはない。
②ディスク交換やハード更改等の際は、中間
サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事
業者において、保存された情報が読み出しでき
ないよう、物理的破壊により完全に消去する。

事後
重要な変更に該当する項目で
はないため、事前の提出・公
表が義務付けられない。

令和4年10月20日

Ⅱ-6.特定個人方法の保管・
消去
①保管場所

〈介護保険システムにおける措置〉
①介護保険システムのサーバは本庁マシン室
に設置しており、マシン室への入室を厳重に管
理している。また、サーバ更新にあたり、平成30
年1月下旬に民間のデータセンターに設置予定
である。データセンターはJDCC（日本データセ
ンター協会）が定める安全管理基準を高水準で
クリアしており、下記のとおり厳重に管理する。
・あらかじめ定められた申請者から事前の利用
者登録（初回のみ）及び入館申請（都度）を必須
としており、全ての入館者を管理している。
・サーバ室への出入口にセキュリティカード及び
生体認証装置を設置し、入室を厳重に管理して
いる。
・サーバのラックは施錠し、関係者以外はアクセ
スできない。
②特定個人情報は、当該サーバのデータベー
スもしくは電子記録媒体内に保存されている。
（中略）
＜統合宛名システムにおける措置＞
①統合宛名システムのサーバは本庁マシン室
に設置しており、マシン室への入室を厳重に管
理する。
（以下略）

〈介護保険システムにおける措置〉
①介護保険システムのサーバはデータセンター
に設置しており、データセンターへの入館及び
サーバー室への入室を厳重に管理する。
②特定個人情報は、当該サーバのデータベー
ス内に保存されている。
（中略）
＜統合宛名システムにおける措置＞
①統合宛名システムのサーバはデータセンター
に設置しており、データセンターへの入館及び
サーバー室への入室を厳重に管理する。
（以下略）

事後

個人のプライバシー等の権利
利益に影響を与え得る特定個
人情報の漏えいその他の事
態を発生させるリスクを相当
程度変動させるものではない
と考えられる変更は、重要な
変更には当たらないため、事
前の提出・公表が義務付けら
れない。
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提出時期 提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載

令和5年4月3日

Ⅰ-1.特定個人情報ファイルを
取り扱う事務　②事務の内容
（別添１）事務の内容 要介護
（要支援）認定に関する事務

＜情報の流れ（図）＞
（※追加記載）

（備考）
（※追加記載）

＜情報の流れ（図）＞
マイナポータル　手続の検索・電子申請
申請管理システム
住民基本台帳システム
①要介護（要支援）認定申請（電子）
⑮シリアル番号による申請者特定

（備考）
＜申請管理システムと住民基本台帳システム
の連携＞
⑮電子申請の場合、申請管理システムと住民
基本台帳システム間で、シリアル番号を用いて
申請者の特定を行う。

事前
ぴったりサービスを活用した電
子申請の受付開始に伴い、開
始前に提出するもの。

令和5年4月3日

Ⅰ-1.特定個人情報ファイルを
取り扱う事務　②事務の内容
（別添１）事務の内容 介護保
険資格に関する情報

＜情報の流れ（図）＞
⑧証発行・交付

（備考）
（※追加記載）

＜情報の流れ（図）＞
マイナポータル　手続の検索・電子申請
申請管理システム
②届出・申請等（電子）
⑧証発行・交付（再交付）
⑩シリアル番号による申請者特定

（備考）
＜申請管理システムと住民基本台帳システム
の連携＞
⑩電子申請の場合、申請管理システムと住民
基本台帳システム間で、シリアル番号を用いて
申請者の特定を行う。

事前
ぴったりサービスを活用した電
子申請の受付開始に伴い、開
始前に提出するもの。

令和5年4月3日

Ⅰ-２特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
システム７（申請管理システム
（サービス検索・電子申請機
能））

（※追加記載）
使用システムに申請管理システム（サービス検
索・電子申請機能）を追加

事前
ぴったりサービスを活用した電
子申請の受付開始に伴い、開
始前に提出するもの。

令和5年4月3日

Ⅰ-1.特定個人情報ファイルを
取り扱う理由
②事務の内容

（略）
①第1号被保険者の資格取得、資格喪失、変更
の届出
（中略）
⑧利用者負担割合の決定
⑨居宅(介護予防)サービス計画届出の登録
⑩介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入
費、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費
支給申請、決定
⑪負担限度額認定や各種減免認定の申請、認
定決定、認定証の交付
（中略）
⑭介護保険居宅介護（介護予防）サービス費等
（償還払）支給申請、支給決定及び介護保険特
定入所者介護（介護予防）サービス費等支給申
請、支給決定
（以下略）

（略）
①第1号被保険者の資格取得、資格喪失、変更
の届出
（中略）
⑧利用者負担割合の決定、負担割合証の交
付、負担割合証の再交付の申請、再交付
⑨居宅(介護予防)サービス計画届出の登録
⑩介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入
費、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費
支給申請、決定
⑪負担限度額認定や各種減免認定の申請、認
定決定、認定証の交付（再交付含む）
（中略）
⑭介護保険居宅介護（介護予防）サービス費等
（償還払）支給申請、支給決定、介護予防・日常
生活支援総合事業費（償還払）支給申請、支給
決定及び介護保険特定入所者介護（介護予
防）サービス費等支給申請、支給決定
（以下略）

事前
ぴったりサービスを活用した電
子申請の受付開始に伴い、開
始前に提出するもの。

令和4年10月20日

Ⅵ-2.国民・住民からの意見の
聴取
④主な意見の内容

なし

Ⅱ１から３中
介護保険情報ファイルの特定個人情報の入手
利用に『障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律第7条に規定する他
の法令により行われる給付の支給に関する情
報であって主務省令で定めるもの』が含まれな
いが、介護保険サービスと障害者サービスを併
給する人が公金受取口座を活用した場合、適
正な金額が反映されるか。

事前
重要事項の変更に伴い、再評
価を実施したもの

令和4年10月20日

Ⅵ-2.国民・住民からの意見の
聴取
②実施日・期間

平成３０年４月２７日～平成３０年５月２６日まで
（３０日間）

令和４年７月７日から令和４年８月５日まで（３０
日間）

事前
重要事項の変更に伴い、再評
価を実施したもの

令和4年10月20日

Ⅵ-2.国民・住民からの意見の
聴取
①方法

市公報で公告のうえ市ホームページ上で意見
公募する旨掲載し、市ホームページ、情報公開
室・情報プラザ・各区役所・出張所等において案
の閲覧及び配布を行う。意見は郵便、ファクシミ
リ、電子メールおよび情報公開室や情報プラ
ザ・各区役所・出張所等への持参にて受け付け
る。意見に対する本市の考え方については、市
ホームページ上で示す。

対象事案についてパブリック・コメント手続きを
実施する旨を市政だよりに周知のうえ、市ホー
ムページ、情報公開室・情報プラザ・各区役所・
出張所等において案の閲覧及び配付を行う。意
見は郵便，ファクシミリ、電子メールおよび情報
公開室や情報プラザ・各区役所・出張所等への
持参にて受け付ける。意見に対する本市の考え
方については，市ホームページ、情報公開室・
情報プラザ・各区役所・出張所等で示す。

事後

周知方法の変更であり、重要
な変更には当たらず、事前の
提出・公表が義務付けられな
い。
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提出時期 提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載

令和5年4月3日

Ⅱ-３.特定個人情報の入手・
使用
⑧使用方法

１　資格管理に係る事務
・1号被保険者（65歳以上）及び2号被保険者
（40歳以上64歳未満）のうち認定を持つ者につ
いて、資格の管理を行う。
・65歳到達時、他市町村からの転入時及び第2
号被保険者が介護認定を申請する際等に、住
基情報及び住所地特例対象の有無を確認し資
格取得を決定する。
・住基情報より転出・死亡等による被保険者資
格の喪失や世帯分離・合併等による世帯員の
増減を把握する。
（中略）
５　給付に係る事務 （総合事業に関する事務を
含む）
・福岡県国民健康保険団体連合会より給付の
実績データを取り込み、給付実績の把握・管理
を行う。介護サービス及び総合事業利用者に
は、年に1回、利用状況を住民関係情報の住所
又は本人等から申し出のあった送付先住所に
送付する（介護給付費通知書）。
(中略)
・介護保険居宅介護（介護予防）サービス費等
（償還払）及び介護保険特定入所者介護（介護
予防）サービス費等の申請により、支給額を決
定し、住民関係情報の住所又は本人等から申
し出のあった送付先住所に決定通知書を送付
する。
（以下略）

１　資格管理に係る事務
・1号被保険者（65歳以上）及び2号被保険者
（40歳以上64歳未満）のうち認定を持つ者につ
いて、資格の管理を行う。
・65歳到達時、他市町村からの転入時及び第2
号被保険者が介護認定を申請する際等に、住
基情報及び住所地特例対象の有無を確認し資
格取得を決定する。
・住基情報より転出・死亡等による被保険者資
格の喪失や世帯分離・合併等による世帯員の
増減を把握する。
・申請により、被保険者証の再交付を行う。
（中略）
５　給付に係る事務 （総合事業に関する事務を
含む）
・居宅(介護予防)サービス計画届出の提出によ
り、届出の内容を記載した被保険者証を交付す
る。
・福岡県国民健康保険団体連合会より給付の
実績データを取り込み、給付実績の把握・管理
を行う。介護サービス及び総合事業利用者に
は、年に1回、利用状況を住民関係情報の住所
又は本人等から申し出のあった送付先住所に
送付する（介護給付費通知書）。
(中略)
・介護保険居宅介護（介護予防）サービス費等
（償還払）、介護予防・日常生活支援総合事業
費（償還払）及び介護保険特定入所者介護（介
護予防）サービス費等の申請により、支給額を
決定し、住民関係情報の住所又は本人等から
申し出のあった送付先住所に決定通知書を送
付する。
（中略）
・申請により、負担割合証、負担限度額認定証
の再交付を行う。

事前
ぴったりサービスを活用した電
子申請の受付開始に伴い、開
始前に提出するもの。

令和5年4月3日

Ⅱ-３.特定個人情報の入手・
使用
②入手方法

［〇］その他（住民基本台帳ネットワークシステ
ム　）

［〇］その他（住民基本台帳ネットワークシステ
ム、申請管理システム（サービス検索・電子申
請機能）　）

事前
ぴったりサービスを活用した電
子申請の受付開始に伴い、開
始前に提出するもの。

令和5年4月3日

Ⅰ-1.特定個人情報ファイルを
取り扱う事務　②事務の内容
（別添１）事務の内容  介護保
険給付に関する事務 （総合事
業に関する事務を含む）

＜情報の流れ（図）＞
⑬決定通知 各種証交付

（備考）
＜各種給付申請、決定、認定証等の交付＞
⑫⑬
・住宅改修費、福祉用具購入費、介護保険居宅
介護（介護予防）サービス費等（償還払）及び介
護保険特定入所者介護（介護予防）サービス費
等：申請により、支給額を決定し、決定通知書を
送付する。
（中略）
・負担限度額認定等の各種減免申請：申請によ
り、①～④の情報をもとに、負担段階を決定し、
認定証を送付する。

＜情報の流れ（図）＞
マイナポータル　手続の検索・電子申請
申請管理システム
⑪サービス計画等提出（電子）
⑫各種給付申請（電子）
⑬決定通知 各種証交付（再交付）
⑲シリアル番号による申請者特定

（備考）
＜各種給付申請、決定、認定証等の交付＞
⑫⑬
・住宅改修費、福祉用具購入費、介護保険居宅
介護（介護予防）サービス費等（償還払）、介護
予防・日常生活支援総合事業費（償還払）及び
介護保険特定入所者介護（介護予防）サービス
費等：申請により、支給額を決定し、決定通知
書を送付する。
（中略）
・負担限度額認定等の各種減免申請：申請によ
り、①～④の情報をもとに、負担段階を決定し、
認定証を送付する。
・負担割合証、負担限度額認定証の再交付申
請：申請により、各種証を再交付する。
（中略）
＜申請管理システムと住民基本台帳システム
の連携＞
⑲電子申請の場合、申請管理システムと住民
基本台帳システム間で、シリアル番号を用いて
申請者の特定を行う。

事前
ぴったりサービスを活用した電
子申請の受付開始に伴い、開
始前に提出するもの。

20 / 35



提出時期 提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載

令和5年4月3日

Ⅱ-6.特定個人方法の保管・
消去
①保管場所

〈介護保険システムにおける措置〉
①介護保険システムのサーバはデータセンター
に設置しており、データセンターへの入館及び
サーバー室への入室を厳重に管理する。

（中略）

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバ･プラットフォームはデータセン
ターに設置しており、データセンターへの入館及
びサーバー室への入室を厳重に管理する。
②特定個人情報は、サーバー室に設置された
中間サーバのデータベース内に保存され、バッ
クアップもデータベース上に保存される。

〈介護保険システムにおける措置〉
①介護保険システムのサーバはデータセンター
に設置しており、データセンターへの入館及び
サーバー室への入室を厳重に管理する。

（中略）

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバ･プラットフォームはデータセン
ターに設置しており、データセンターへの入館及
びサーバー室への入室を厳重に管理する。
②特定個人情報は、サーバー室に設置された
中間サーバのデータベース内に保存され、バッ
クアップもデータベース上に保存される。

＜申請管理システム（サービス検索・電子申請
機能）における措置＞
①申請管理システムのサーバはデータセンター
に設置しており、データセンターへの入館及び
サーバー室への入室を厳重に管理する。
②特定個人情報は、当該サーバのデータベー
ス内に保存されている。
③サーバへのアクセスは、ユーザアカウントお
よびパスワードによる認証が必要である。

事前
ぴったりサービスを活用した電
子申請の受付開始に伴い、開
始前に提出するもの。

令和5年4月3日

Ⅱ-4.特定個人情報ファイルの
取り扱いの委託
委託事項６（申請管理システ
ムの運用・保守）

（※追加記載）
委託事項に申請管理システム（サービス検索・
電子申請機能）の運用・保守を追加

事前
ぴったりサービスを活用した電
子申請の受付開始に伴い、開
始前に提出するもの。

令和5年4月3日

Ⅱ-4.特定個人情報ファイルの
取り扱いの委託
委託の有無

（　　　　　5）件 （　　　　　6）件 事前
ぴったりサービスを活用した電
子申請の受付開始に伴い、開
始前に提出するもの。

令和5年4月3日

Ⅱ-3.特定個人情報の入手・
使用
⑧使用方法
権利利益に影響を与え得る決
定

被保険者の資格取得・喪失の決定、保険料の
賦課決定、保険料の還付の支払いの決定、要
介護（要支援）認定申請結果の決定、自己負担
割合の決定、高額介護（介護予防）サービス費
及び総合事業高額介護予防サービス費相当事
業・高額医療合算介護(介護予防)サービス費及
び総合事業高額医療合算介護予防サービス費
相当事業、介護保険居宅介護(介護予防)福祉
用具購入費、介護保険居宅介護(介護予防)住
宅改修費、介護保険居宅介護（介護予防）サー
ビス費等（償還払）及び介護保険特定入所者介
護（介護予防）サービス費等の支給決定、各種
負担限度額（利用者負担減免含む）の認定

被保険者の資格取得・喪失の決定、保険料の
賦課決定、保険料の還付の支払いの決定、要
介護（要支援）認定申請結果の決定、自己負担
割合の決定、高額介護（介護予防）サービス費
及び総合事業高額介護予防サービス費相当事
業・高額医療合算介護(介護予防)サービス費及
び総合事業高額医療合算介護予防サービス費
相当事業、介護保険居宅介護(介護予防)福祉
用具購入費、介護保険居宅介護(介護予防)住
宅改修費、介護保険居宅介護（介護予防）サー
ビス費等（償還払）、介護予防・日常生活支援総
合事業費（償還払）及び介護保険特定入所者
介護（介護予防）サービス費等の支給決定、各
種負担限度額（利用者負担減免含む）の認定

事後

個人のプライバシー等の権利
利益に影響を与え得る特定個
人情報の漏えいその他の事
態を発生させるリスクを相当
程度変動させるものではない
と考えられる変更は、重要な
変更には当たらないため、事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年4月3日

Ⅱ-3.特定個人情報の入手・
使用
⑧使用方法
情報の突合

〈１～５の事務〉
住民関係情報と介護保険情報を突合して、各種
通知書を送付する。
（中略）
〈５の事務〉
住民関係情報（世帯状況）及び税関係情報（所
得状況・課税状況）、生活保護関係情報（受給
状況）、年金関係情報（受給状況）を突合して、
介護サービス利用時の自己負担割合、高額介
護（介護予防）サービス費及び総合事業高額介
護予防サービス費相当事業、高額医療合算介
護(介護予防)サービス費及び総合事業高額医
療合算介護予防サービス費相当事業、介護保
険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費、介護
保険居宅介護(介護予防)住宅改修費、介護保
険居宅介護（介護予防）サービス費等（償還払）
及び介護保険特定入所者介護（介護予防）サー
ビス費等の支給決定及び各種負担額認定（利
用者負担減免含む）の決定をする。
また、被保険者が各種給付の申請を行う際に、
公金受取口座を利用する旨意思表示があった
場合、公金受取口座情報と保有している口座情
報を突合し、公金受取口座に振り込む。

〈１～５の事務〉
・住民関係情報と介護保険情報を突合して、各
種通知書を送付する。
・電子申請の場合において、シリアル番号と住
民関係情報を突合して、申請者を特定する。
（中略）
〈５の事務〉
住民関係情報（世帯状況）及び税関係情報（所
得状況・課税状況）、生活保護関係情報（受給
状況）、年金関係情報（受給状況）を突合して、
介護サービス利用時の自己負担割合、高額介
護（介護予防）サービス費及び総合事業高額介
護予防サービス費相当事業、高額医療合算介
護(介護予防)サービス費及び総合事業高額医
療合算介護予防サービス費相当事業、介護保
険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費、介護
保険居宅介護(介護予防)住宅改修費、介護保
険居宅介護（介護予防）サービス費等（償還
払）、介護予防・日常生活支援総合事業費（償
還払）及び介護保険特定入所者介護（介護予
防）サービス費等の支給決定及び各種負担額
認定（利用者負担減免含む）の決定をする。
また、被保険者が各種給付の申請を行う際に、
公金受取口座を利用する旨意思表示があった
場合、公金受取口座情報と保有している口座情
報を突合し、公金受取口座に振り込む。

事後

個人のプライバシー等の権利
利益に影響を与え得る特定個
人情報の漏えいその他の事
態を発生させるリスクを相当
程度変動させるものではない
と考えられる変更は、重要な
変更には当たらないため、事
前の提出・公表が義務付けら
れない。
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提出時期 提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載

令和5年4月3日

Ⅲ-2.特定個人情報の入手
（情報提供ネットワークシステ
ムを通じた入手を除く。）
リスク１：目的外の入手が行わ
れるリスク
必要な情報以外の入手を防
止するための措置の内容

・必要な情報以外を誤って記載することがない
よう、所定の様式を使用し、記入例等の案内書
類を工夫する。
・必要のない書類が提出された場合は、返却す
る。
・システムのアクセス制限により操作対象者及
び権限を制限し、不必要な情報へのアクセス制
限により不正なアクセスを防止する。
・庁内連携により情報を入手する場合は、情報
資産利用申請により利用する情報資産の内
容、目的、用途等について、情報資産所管課の
承認を得る必要がある。また，情報システム課
に報告することになっており、必要な情報以外
の情報の入手はできない。
・他市町村等から情報を入手する際は、必要以
外の情報を入手しないよう、事務マニュアル等
を整備し、処理を統一化する。

・必要な情報以外を誤って記載することがない
よう、所定の様式を使用し、記入例等の案内書
類を工夫する。
・必要のない書類が提出された場合は、返却す
る。
・システムのアクセス制限により操作対象者及
び権限を制限し、不必要な情報へのアクセス制
限により不正なアクセスを防止する。
・庁内連携により情報を入手する場合は、情報
資産利用申請により利用する情報資産の内
容、目的、用途等について、情報資産所管課の
承認を得る必要がある。また，情報システム課
に報告することになっており、必要な情報以外
の情報の入手はできない。
・他市町村等から情報を入手する際は、必要以
外の情報を入手しないよう、事務マニュアル等
を整備し、処理を統一化する。
・サービス検索・電子申請機能の画面の誘導に
従いサービスを検索し申請フォームを選択して
必要情報を入力することとなるが、画面での誘
導を簡潔に行うことで、異なる手続に係る申請
や不要な情報を送信してしまうリスクを防止す
る。

事前
ぴったりサービスを活用した電
子申請の受付開始に伴い、開
始前に提出するもの。

令和5年4月3日

Ⅲ-2.特定個人情報の入手
（情報提供ネットワークシステ
ムを通じた入手を除く。）
リスク１：目的外の入手が行わ
れるリスク
対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

・届出や申請の窓口において、申請・届出内容
や本人確認書類（身分証明書等）の確認を厳格
に行い、対象者以外の情報の入手の防止に努
める。
・届出書等をシステムへ入力後、届出書等の内
容とシステムの入力内容を照合し、確認を行う。
・対象者以外の情報を誤って入手することがな
いよう、所定の様式を使用し、記入例等の案内
書類を工夫する。
・他市町村等から情報を入手する際は、対象者
以外の情報を入手しないよう、事務マニュアル
等を整備し、処理を統一化する。

・届出や申請の窓口において、申請・届出内容
や本人確認書類（身分証明書等）の確認を厳格
に行い、対象者以外の情報の入手の防止に努
める。
・届出書等をシステムへ入力後、届出書等の内
容とシステムの入力内容を照合し、確認を行う。
・対象者以外の情報を誤って入手することがな
いよう、所定の様式を使用し、記入例等の案内
書類を工夫する。
・他市町村等から情報を入手する際は、対象者
以外の情報を入手しないよう、事務マニュアル
等を整備し、処理を統一化する。
・マニュアルやWEB上で、対象者の要件を明
示、周知し、対象者以外の情報の入手を防止す
る。

事前
ぴったりサービスを活用した電
子申請の受付開始に伴い、開
始前に提出するもの。

令和5年4月3日

Ⅱ-6.特定個人方法の保管・
消去
③消去方法

〈介護保険システムにおける措置〉
①ディスク交換やハード更改等の際は、介護保
険システムの保守・運用を行う事業者におい
て、保存された情報が読み出しできないよう、物
理的破壊又は専用ソフト等を利用して完全に消
去する。

（中略）

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
①特定個人情報の消去は地方公共団体からの
操作によって実施されるため、通常、中間サー
バ・プラットフォームの保守・運用を行う事業者
が特定個人情報を消去することはない。
②ディスク交換やハード更改等の際は、中間
サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事
業者において、保存された情報が読み出しでき
ないよう、物理的破壊により完全に消去する。

〈介護保険システムにおける措置〉
①ディスク交換やハード更改等の際は、介護保
険システムの保守・運用を行う事業者におい
て、保存された情報が読み出しできないよう、物
理的破壊又は専用ソフト等を利用して完全に消
去する。

（中略）

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
①特定個人情報の消去は地方公共団体からの
操作によって実施されるため、通常、中間サー
バ・プラットフォームの保守・運用を行う事業者
が特定個人情報を消去することはない。
②ディスク交換やハード更改等の際は、中間
サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事
業者において、保存された情報が読み出しでき
ないよう、物理的破壊により完全に消去する。

＜申請管理システム（サービス検索・電子申請
機能）における措置＞
①申請管理システムに格納する特定個人情報
の消去は通常行わず、各業務での運用やシス
テムのディスク容量が不足する際に申請管理シ
ステムの保守・運用を行う事業者が適宜消去を
行う。
②ディスク交換やハード更改等の際は、インフラ
共通基盤の保守・運用を行う事業者において、
保存された情報が読み出しできないよう、物理
的破壊により完全に消去する。

事前
ぴったりサービスを活用した電
子申請の受付開始に伴い、開
始前に提出するもの。
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提出時期 提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載

令和5年4月3日

Ⅲ-３.特定個人情報の使用
リスク１：目的を超えた紐付
け、事務に必要のない情報と
の紐付けが行われるリスク
事務で使用するその他のシス
テムにおける措置の内容

〈介護保険システム〉
・磁気カードを読み取り装置に通し、パスワード
を入力してシステムにログインする認証方式を
採用している。また、ユーザアカウント毎にアク
セス権限を設定しており、担当業務に必要な情
報へのみアクセス可としている。

〈介護保険システム〉
・磁気カードを読み取り装置に通し、パスワード
を入力してシステムにログインする認証方式を
採用している。また、ユーザアカウント毎にアク
セス権限を設定しており、担当業務に必要な情
報へのみアクセス可としている。

〈申請管理システム〉
・情報を利用する事務と事務に必要な情報項目
の対応付けをあらかじめ申請管理システム上で
設定することで、事務に必要のない情報 への
接続もできないよう制限している。

事前
ぴったりサービスを活用した電
子申請の受付開始に伴い、開
始前に提出するもの。

令和5年4月3日

Ⅲ-３.特定個人情報の使用
リスク１：目的を超えた紐付
け、事務に必要のない情報と
の紐付けが行われるリスク
宛名システム等における措置
の内容

統合宛名システムを利用するには、職員証及び
ＵＳＢトークンを利用した、二要素による認証機
能を設けており、権限を保持しない者は接続で
きないようになっている。権限は、番号法に定め
られた利用事務の所管課の業務担当職員のみ
に付与され、また、情報を利用する事務と事務
に必要な情報項目の対応付けをあらかじめ統
合宛名システム上で設定することで、事務に必
要のない情報への接続もできないよう制限して
いる。

情報を利用する事務と事務に必要な情報項目
の対応付けをあらかじめ統合宛名システム上で
設定することで、事務に必要のない情報への接
続もできないよう制限している。

事後

個人のプライバシー等の権利
利益に影響を与え得る特定個
人情報の漏えいその他の事
態を発生させるリスクを相当
程度変動させるものではない
と考えられる変更は、重要な
変更には当たらないため、事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年4月3日

Ⅲ-2.特定個人情報の入手
（情報提供ネットワークシステ
ムを通じた入手を除く。）
リスク４：入手の際に特定個人
情報が漏えい・紛失するリスク
リスクに対する措置の内容

・特定個人情報を記載した紙媒体は、定められ
た保管場所で施錠管理する。
・既存の介護保険システムは外部接続できない
仕組みである。

・特定個人情報を記載した紙媒体は、定められ
た保管場所で施錠管理する。
・既存の介護保険システムは外部接続できない
仕組みである。
・サービス検索・電子申請機能と地方公共団体
との間は、専用線であるLGWAN回線を用いた
通信を行うことで、外部からの盗聴、漏えい等
が起こらないようにしており、さらに通信自体も
暗号化している。

事前
ぴったりサービスを活用した電
子申請の受付開始に伴い、開
始前に提出するもの。

令和5年4月3日

Ⅲ-2.特定個人情報の入手
（情報提供ネットワークシステ
ムを通じた入手を除く。）
リスク３：入手した特定個人情
報が不正確であるリスク
特定個人番号の正確性確保
の措置の内容

・書面で提出された特定個人情報をシステムへ
入力（新規入力，削除及び訂正）する際は、整
合性を確保するために、入力等を行った者以外
の担当者による二重チェックを実施する。
・入力、削除及び訂正作業に用いた帳票等は、
内部で定められた規程に基づき管理し、厳重に
保管する。

・書面または電子申請で提出された特定個人情
報をシステムへ入力（新規入力，削除及び訂
正）する際は、整合性を確保するために、入力
等を行った者以外の担当者による二重チェック
を実施する。
・入力、削除及び訂正作業に用いた帳票等は、
内部で定められた規程に基づき管理し、厳重に
保管する。

事前
ぴったりサービスを活用した電
子申請の受付開始に伴い、開
始前に提出するもの。

令和5年4月3日

Ⅲ-2.特定個人情報の入手
（情報提供ネットワークシステ
ムを通じた入手を除く。）
リスク３：入手した特定個人情
報が不正確であるリスク
入手の際の本人確認の措置
の内容

・身分証明書（個人番号カード等）の本人確認
書類の提示を受け、本人確認を行う。

・身分証明書（個人番号カード等）の本人確認
書類の提示を受け、本人確認を行う。
・サービス検索・電子申請機能から電子申請
データを送信するためには、個人番号カードの
署名用電子証明書による電子署名を付すことと
なり、電子署名付与済の個人番号付電子申請
データを受領した地方公共団体は署名検証（有
効性確認、改ざん検知等）を実施することとな
る。これにより、本人または代理人の確認を実
施する。

事前
ぴったりサービスを活用した電
子申請の受付開始に伴い、開
始前に提出するもの。

令和5年4月3日

Ⅲ-2.特定個人情報の入手
（情報提供ネットワークシステ
ムを通じた入手を除く。）
リスク2：不適切な方法で入手
が行われるリスク
リスクに対する措置の内容

・書面にて本人あるいは代理人による届出のみ
を受領することとし、受領の際は必ず本人ある
いは代理人の本人確認及び委任状の確認を徹
底する。
・情報提出を依頼する際は、その使用目的・用
途について、説明書等を用いて説明する。
・システムのアクセス制限により操作対象者及
び権限を制限し、不必要な情報へのアクセスを
制限により不正なアクセスを防止する。
・庁内連携により情報を入手する場合は、情報
資産利用申請により利用する情報資産の内
容、目的、用途等について、情報資産所管課の
承認を得る必要がある。また，情報システム課
に報告することになっている。

・書面にて本人あるいは代理人による届出のみ
を受領することとし、受領の際は必ず本人ある
いは代理人の本人確認及び委任状の確認を徹
底する。
・情報提出を依頼する際は、その使用目的・用
途について、説明書等を用いて説明する。
・システムのアクセス制限により操作対象者及
び権限を制限し、不必要な情報へのアクセスを
制限により不正なアクセスを防止する。
・庁内連携により情報を入手する場合は、情報
資産利用申請により利用する情報資産の内
容、目的、用途等について、情報資産所管課の
承認を得る必要がある。また，情報システム課
に報告することになっている。
・サービス検索・電子申請機能から電子申請
データを送信するためには、個人番号カードの
署名用電子証明書による電子署名を付すことと
なり、のちに署名検証も行われるため、本人ま
たは代理人からの情報のみが送信される。
・サービス検索・電子申請機能の画面の誘導に
おいて住民に何の手続を探し電子申請を行い
たいのか理解してもらいながら操作をしていた
だき、たどり着いた申請フォームが何のサービ
スにつながるものか明示することで、過剰な負
担をかけることなく電子申請を実施いただける
よう措置を講じている。

事前
ぴったりサービスを活用した電
子申請の受付開始に伴い、開
始前に提出するもの。
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提出時期 提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載

令和5年4月3日

Ⅲ-７.特定個人情報の保管・
消去
リスク１：特定個人情報の漏
洩・滅失・毀損リスク
⑤物理的対策
具体的な対策の内容

＜本市における措置＞
サーバ等は、データセンターに設置しており、設
置場所への入室はセキュリティゲートや生体認
証装置、監視カメラなどによる厳重なセキュリ
ティ管理を行っている。

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバ･プラットフォームをデータセン
ターに構築し、設置場所への入退室者管理、有
人監視及び施錠管理をすることとしている。ま
た、設置場所はデータセンター内の専用の領域
とし、他テナントとの混在によるリスクを回避す
る。

＜本市における措置＞
サーバ等は、データセンターに設置しており、設
置場所への入室はセキュリティゲートや生体認
証装置、監視カメラなどによる厳重なセキュリ
ティ管理を行っている。

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバ･プラットフォームをデータセン
ターに構築し、設置場所への入退室者管理、有
人監視及び施錠管理をすることとしている。ま
た、設置場所はデータセンター内の専用の領域
とし、他テナントとの混在によるリスクを回避す
る。

＜申請管理システム（サービス検索・電子申請
機能）における措置＞
申請管理システムはデータセンター内のインフ
ラ共通基盤上の仮想サーバ上に構築し、設置
場所への入退室者管理、有人監視及び施錠管
理をすることとしている。

事前
ぴったりサービスを活用した電
子申請の受付開始に伴い、開
始前に提出するもの。

令和5年4月3日

Ⅲ-３.特定個人情報の使用
リスク２：権限のない者（元職
員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用される
リスク
特定個人情報の使用の記録
具体的な管理方法

ユーザーＩＤごとにシステムへのアクセスログを
記録する。

・ユーザーＩＤごとにシステムへのアクセスログを
記録する。
・申請管理システム（サービス検索・電子申請機
能）へのアクセスログ、操作ログの記録を行い、
操作者個人を特定できるようにする。

事前
ぴったりサービスを活用した電
子申請の受付開始に伴い、開
始前に提出するもの。

令和5年4月3日

Ⅲ-３.特定個人情報の使用
リスク２：権限のない者（元職
員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用される
リスク
アクセス権限の管理
具体的な管理方法

人事異動や組織変更等により、業務上必要な
アクセス権限に変更があった場合、必要になっ
た権限の追加や不要になった権限の削除を行
う。

定期的にアクセス権限の確認を行う。また、不
要となったユーザIDやアクセス権限を変更又は
削除する。

事後

個人のプライバシー等の権利
利益に影響を与え得る特定個
人情報の漏えいその他の事
態を発生させるリスクを相当
程度変動させるものではない
と考えられる変更は、重要な
変更には当たらないため、事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年4月3日

Ⅲ-３.特定個人情報の使用
リスク２：権限のない者（元職
員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用される
リスク
アクセス権限の発効・失効の
管理
具体的な管理方法

・業務に対応したアクセス権限を確認し、業務に
必要なアクセス権限のみを申請しなければなら
ないものとしている。
・権限を有していた職員の異動退職情報を確認
し、業務上アクセスが不要となったＩＤやアクセス
権限を変更・削除を行っている。

① 発効の管理
・ アクセス権限が必要となった場合、ユーザID
管理者が事務に必要となる情報にアクセスでき
るユーザ ID を発効する。
・ ユーザ ID 管理者が各事務に必要となるアク
セス権限の管理表を作成する。
・ アクセス権限の付与を必要最低限とする。
② 失効の管理
・定期的又は異動/退職等のイベントが発生し
たタイミングで、権限を有していた職員の異動/
退職等情報を確認し、当該事由が生じた際には
速やかにアクセス権限を更新し、当該ユーザ ID
を失効させる。

事後

個人のプライバシー等の権利
利益に影響を与え得る特定個
人情報の漏えいその他の事
態を発生させるリスクを相当
程度変動させるものではない
と考えられる変更は、重要な
変更には当たらないため、事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和5年4月3日

Ⅲ-３.特定個人情報の使用
リスク２：権限のない者（元職
員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用される
リスク
ユーザー認証の管理
具体的な管理方法

・磁気カードを使用してユーザＩＤを識別し、パス
ワードで認証を行っている。また、認証後は利
用機能の認可機能により、そのユーザがシステ
ム上で利用可能な機能を制限することで不正利
用が行えない対策を実施している。
・認証に使用するパスワードは、定期的に変更
する運用を行っている。
・ユーザアカウントは有効期限が設定しており、
有効期限を過ぎた場合はシステムにログインで
きない仕様としている。

・磁気カードを使用してユーザＩＤを識別し、パス
ワードで認証を行っている。また、認証後は利
用機能の認可機能により、そのユーザがシステ
ム上で利用可能な機能を制限することで不正利
用が行えない対策を実施している。
・認証に使用するパスワードは、定期的に変更
する運用を行っている。
・ユーザアカウントは有効期限が設定しており、
有効期限を過ぎた場合はシステムにログインで
きない仕様としている。
・ユーザ認証には、職員証及びＵＳＢトークンを
利用した二要素による認証機能を設け、権限を
保持しない者は接続できないようになっており、
権限は統合宛名においては番号法、申請管理
システムにおいては電子申請手続きに定められ
た利用事務の所管課の業務担当職員のみに付
与している。

事前
ぴったりサービスを活用した電
子申請の受付開始に伴い、開
始前に提出するもの。
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提出時期 提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載

令和6年1月16日

Ⅲ リスク対策（プロセス）
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
特定個人情報の提供ルール
特定個人情報の消去ルール
委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

「福岡市個人情報保護条例」 「個人情報の保護に関する法律」 事後

個人情報の保護に関する法
律の改正（令和５年４月１日施
行）により、地方公共団体も法
が直接適用されることとなった
ことに伴う修正。
個人のプライバシー等の権利
利益に影響を与え得る特定個
人情報の漏えいその他の事
態を発生させるリスクを相当
程度変動させるものではない
と考えられる変更は、重要な
変更には当たらないため、事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和6年1月16日

Ⅲ リスク対策（プロセス）
３．特定個人情報の使用
リスク３
リスクに対する措置の内容

・委託先に対しては、業務外で使用しないこと
や、違反行為を行うと福岡市個人情報保護条
例に規定する罰則が適用される場合があること
を契約書等に定めている。

・委託先に対しては、業務外で使用しないこと
や、違反行為を行うと個人情報の保護に関する
法律に規定する罰則が適用される場合がある
ことを契約書等に定めている。

事後

個人情報の保護に関する法
律の改正（令和５年４月１日施
行）により、地方公共団体も法
が直接適用されることとなった
ことに伴う修正。
個人のプライバシー等の権利
利益に影響を与え得る特定個
人情報の漏えいその他の事
態を発生させるリスクを相当
程度変動させるものではない
と考えられる変更は、重要な
変更には当たらないため、事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和6年1月16日

Ⅱ ファイルの概要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項３
⑥委託先名

株式会社ワンビシアーカイブズ九州支社 株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ九州支店 事後

社名変更による修正。
重要な変更に該当する項目で
はないため、事前の提出・公
表が義務付けられない。

令和6年1月16日

Ⅰ 基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム2
③他のシステムとの接続

（※追加記載） 住民基本台帳ネットワークシステムを追加。 事後
重要な変更に該当する項目で
はないため、事前の提出・公
表が義務付けられない。

令和5年4月3日

Ⅵ-2.国民・住民からの意見の
聴取
④主な意見の内容

Ⅱ１から３中
介護保険情報ファイルの特定個人情報の入手
利用に『障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律第7条に規定する他
の法令により行われる給付の支給に関する情
報であって主務省令で定めるもの』が含まれな
いが、介護保険サービスと障害者サービスを併
給する人が公金受取口座を活用した場合、適
正な金額が反映されるか。

なし 事前
重要事項の変更に伴い、再評
価を実施したもの

令和5年4月3日

Ⅵ-2.国民・住民からの意見の
聴取
②実施日・期間

令和４年７月７日から令和４年８月５日まで（３０
日間）

令和４年１２月９日から令和５年１月１０日まで
（３３日間）

事前
重要事項の変更に伴い、再評
価を実施したもの

令和5年4月3日
Ⅵ-１基礎項目評価
①実施日

令和4年6月8日 令和4年11月10日 事前
重要事項の変更に伴い、再評
価を実施したもの

令和5年4月3日

Ⅲ-７.特定個人情報の保管・
消去
リスク１：特定個人情報の漏
洩・滅失・毀損リスク
⑥技術的対策
具体的な対策の内容

＜介護保険システムにおける措置＞
サーバのネットワークは市の外部とは接続して
おらず、隔離された環境である。
サーバへのアクセスは限定された者のみ可能
であり、アクセスログを保存している。

（中略）

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバ・プラットフォームではUTM（コン
ピュータウイルスやハッキングなどの脅威から
ネットワークを効率的かつ包括的に保護する装
置）等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵
入防止を行うとともに、ログの解析を行う。
②中間サーバ・プラットフォームでは、ウイルス
対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を
行う。
③導入しているＯＳ及びミドルウェアについて、
必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。

＜介護保険システムにおける措置＞
サーバのネットワークは市の外部とは接続して
おらず、隔離された環境である。
サーバへのアクセスは限定された者のみ可能
であり、アクセスログを保存している。

（中略）

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバ・プラットフォームではUTM（コン
ピュータウイルスやハッキングなどの脅威から
ネットワークを効率的かつ包括的に保護する装
置）等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵
入防止を行うとともに、ログの解析を行う。
②中間サーバ・プラットフォームでは、ウイルス
対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を
行う。
③導入しているＯＳ及びミドルウェアについて、
必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。

＜申請管理システム（サービス検索・電子申請
機能）における措置＞
・申請管理システムはインフラ共通基盤上の仮
想サーバ上に構築されるが、インフラ共通基盤
側でウイルス対策ソフトを導入し、ウイルス
チェックを実施する。ウイルスパターンファイル
は定期的に更新し、最新のものを使用する。
・導入しているＯＳ及びミドルウェアについて、必
要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。
・サービス検索・電子申請機能と地方公共団体
との間は、専用線であるLGWAN回線を用いた
通信を行うことで、外部からの盗聴、漏えい等
が起こらないようにしており、さらに通信自体も
暗号化している。

事前
ぴったりサービスを活用した電
子申請の受付開始に伴い、開
始前に提出するもの。
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提出時期 提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先１～３１

（※別紙１の追加）

（別紙１）行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律第十九
条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に
関する命令に定める事務
（表省略）

事後

提供先を別紙１に記載するこ
ととしたことによる修正であり、
重要な変更に該当する項目で
はなく、事前の提出・公表が義
務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供・移転の有無

移転を行っている　９件 提供を行っている　８件 事後

機構整備による所属統合に伴
う変更であり、重大な変更に
当た
らず、事前の提出・公表が義
務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供・移転の有無

提供を行っている　31件 提供を行っている　１件 事後

番号法の改正及び別紙１に記
載することとしたことによる修
正であり、重要な変更に該当
する項目ではなく、事前の提
出・公表が義務付けられな
い。

令和6年12月20日

Ⅱ-４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託
　　委託事項５
　　⑥委託先名

パーソルテンプスタッフ(株) パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 事後

社名変更による修正。
重要な変更に該当する項目で
はないため、事前の提出・公
表が義務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ-４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託
　　委託事項４
　　①委託内容

・個人番号を利用した高額医療合算介護（予
防）サービス費に係る被保険者向け勧奨通知
作成
※当該委託業務において個人番号を使用する
ことは、番号法別表第一の主務省令で定める
命令第５０条第１項第３号において、介護給付、
予防給付又は市町村特別給付の支給に関する
事務と整理されているため妥当である。

・個人番号を利用した高額医療合算介護（予
防）サービス費に係る被保険者向け勧奨通知
作成
※当該委託業務において個人番号を使用する
ことは、番号法別表の主務省令で定める事務を
定める命令第５０条第１項第３号において、介
護給付、予防給付又は市町村特別給付の支給
に関する事務と整理されているため妥当であ
る。

事後

番号法の改正に伴う修正であ
り、重要な変更に該当する項
目ではなく、事前の提出・公表
が義務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ－４．特定個人情報ファイ
ルの取扱いのファイル
委託事項３
⑥委託先名

：株式会社ＮＸワンビシアーカイブ九州支店 株式会社日立製作所 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られていない。

令和6年12月20日

Ⅱ-３.特定個人情報の入手・
使用
⑤本人への明示

・本人及び代理人から入手する情報（介護保険
法等に規定がある場合を除く）は、利用目的を
明示する。
・庁内連携システム等による入手については、
番号法第９条第２項に基づく条例において明示
されている。
・情報提供ネットワークによる入手については、
番号法別表第二の９３、９４の項において明示さ
れているが、口頭にて本人に明示する。
・住民基本台帳ネットワークシステムによる入手
については、番号法第１４条第２項において、地
方公共団体情報システム機構に対し機構保存
本人確認情報の提供を求めることができる旨が
明示されている。

・本人及び代理人から入手する情報（介護保険
法等に規定がある場合を除く）は、利用目的を
明示する。
・庁内連携システム等による入手については、
番号法第９条第２項に基づく条例において明示
されている。
・情報提供ネットワークによる入手については、
番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条
の表第１３１、１３２の項において明示されてい
るが、口頭にて本人に明示する。
・住民基本台帳ネットワークシステムによる入手
については、番号法第１４条第２項において、地
方公共団体情報システム機構に対し機構保存
本人確認情報の提供を求めることができる旨が
明示されている。

事後

番号法の改正に伴う修正であ
り、重要な変更に該当する項
目ではなく、事前の提出・公表
が義務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ-３.特定個人情報の入手・
使用
①入手元

評価実施機関内の他部署
財政局税務部税制課、保健医療局総務部保険
年金課、保険医療課、福祉局生活福祉部保護
課、市民局総務部戸籍住民課

評価実施機関内の他部署
財政局税務部税制課、保健医療局総務企画部
保険年金課、保険医療課、福祉局生活福祉部
保護課、市民局総務部戸籍住民課

事後

機構整備による所属名称変更
に伴う変更であり、重大な変
更に当たらず、事前の提出・
公表が義務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅰ-6.情報提供ネットワークシ
ステムによる情報連携 ②法
令上の根拠

（別表第二における情報提供の根拠）
・番号法第１９条第８号　別表第ニの１、２、３、
４、５、６、８、１１、１７、２２、２６、３０、３３、３９、
４２、４３、５６の２、５８、６１、６２、８０、８１、８
７、９０、９４、９５、９７、１０８、１０９、１１７、１１９
の項
・番号法別表第二の主務省令で定める事務及
び情報を定める命令　第２条、第３条、第５条、
第６条、第７条、第１０条、第１２条の３、第１５
条、第１９条、第２２条の２、第２４条の２、第２５
条、第２５条の２、第３０条、第３１条の２、第３２
条、第３３条、第４３条、第４３条の２、第４４条、
第４７条、第４９条、第５５条、第５５条の２、第５
９条の３
（別表第二における情報照会の根拠）
・番号法第１９条第８号　別表第二の９３、９４の
項
・番号法別表第二の主務省令で定める事務及
び情報を定める命令　第４６条、第４７条

（情報提供の根拠）
・番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条
の表第２、３、６、７、１１、１５、２７、３８、４２、５
６、６５、６９、７０、８０、８３、８６、８７、１０８、１１
５、１１６、１２５、１２８、１３２、１３７、１４４、１４
５、１５８、１６１の項
（情報照会の根拠）
・番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条
の表第１３１、１３２の項

事後

番号法の改正に伴う修正であ
り、重要な変更に該当する項
目ではなく、事前の提出・公表
が義務付けられない。

令和6年12月20日
Ⅰ-５.個人番号の利用
法令上の根拠

・行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（番号法）　第９
条第１項　別表第一の６８の項
・行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（番号法）別表第
一の主務省令で定める事務を定める命令　第５
０条
・公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施の
ための預貯金口座の登録等に関する法律（令
和３年法律第３８号）第９条

行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（番号法）　第９
条第１項　別表の１００の項

事後

番号法の改正に伴う修正であ
り、重要な変更に該当する項
目ではなく、事前の提出・公表
が義務付けられない。

令和6年1月16日

Ⅴ開示請求、問合せ
１．特定個人情報の開示・訂
正・利用停止請求
②請求方法

福岡市個人情報保護条例に基づき、「開示・訂
正・利用停止請求書」により請求する。

個人情報の保護に関する法律に基づき、「開
示・訂正・利用停止請求書」により請求する。

事後
重要な変更に該当する項目で
はないため、事前の提出・公
表が義務付けられない。
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提出時期 提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先10

提供先10　市町村長又は国民健康保険組合
①法令上の根拠：番号法第19条第8号別表第
二第42の項
（以下略）

（別紙１）12の項 事後

提供先を別紙１に記載するこ
ととしたことによる修正であり、
重要な変更に該当する項目で
はなく、事前の提出・公表が義
務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先９

提供先９　国家公務員共済組合
①法令上の根拠：番号法第19条第8号別表第
二第39の項
（以下略）

（別紙１）11の項 事後

提供先を別紙１に記載するこ
ととしたことによる修正であり、
重要な変更に該当する項目で
はなく、事前の提出・公表が義
務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先８

提供先８　日本私立学校振興・共済事業団
①法令上の根拠：番号法第19条第8号別表第
二第33の項
（以下略）

（別紙１）10の項 事後

提供先を別紙１に記載するこ
ととしたことによる修正であり、
重要な変更に該当する項目で
はなく、事前の提出・公表が義
務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先７

提供先７　社会福祉協議会
①法令上の根拠：番号法第19条第8号別表第
二第30の項
（以下略）

（※削除） 事後

番号法の改正に伴う修正であ
り、重要な変更に該当する項
目ではなく、事前の提出・公表
が義務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先６

提供先６　都道府県知事等
①法令上の根拠：番号法第19条第8号別表第
二第26の項
（以下略）

（別紙１）９の項 事後

提供先を別紙１に記載するこ
ととしたことによる修正であり、
重要な変更に該当する項目で
はなく、事前の提出・公表が義
務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先５

提供先５　全国健康保険協会
①法令上の根拠：番号法第19条第8号別表第
二第6の項
（以下略）

（別紙１）４の項 事後

提供先を別紙１に記載するこ
ととしたことによる修正であり、
重要な変更に該当する項目で
はなく、事前の提出・公表が義
務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先４

提供先４　厚生労働大臣
①法令上の根拠：番号法第19条第8号別表第
二第4の項
（以下略）

（※削除） 事後

番号法の改正に伴う修正であ
り、重要な変更に該当する項
目ではなく、事前の提出・公表
が義務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先３

提供先３　健康保険組合
①法令上の根拠：番号法第19条第8号別表第
二第3の項
（以下略）

（別紙１）２の項 事後

提供先を別紙１に記載するこ
ととしたことによる修正であり、
重要な変更に該当する項目で
はなく、事前の提出・公表が義
務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先２

提供先２　全国健康保険協会
①法令上の根拠：番号法第19条第8号別表第
二第2の項
（以下略）

（別紙１）１の項 事後

提供先を別紙１に記載するこ
ととしたことによる修正であり、
重要な変更に該当する項目で
はなく、事前の提出・公表が義
務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先２～３１

（略） （※削除） 事後

提供先を別紙１に記載するこ
ととしたことによる修正であり、
重要な変更に該当する項目で
はなく、事前の提出・公表が義
務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先１
①法令上の根拠
②提供先における用途
③提供する情報

提供先１　厚生労働大臣
①法令上の根拠：番号法第19条第8号別表第
二第1の項
②提供先における用途：健康保険法第五条第
二項の規定により厚生労働大臣が行うこととさ
れた健康保険に関する事務であって主務省令
で定めるもの
③提供する情報：介護保険法による保険給付
の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料
の徴収に関する情報（以下「介護保険給付等関
係情報」という。）であって主務省令で定めるも
の

提供先１　番号法第１９条第８号に基づく主務省
令第２条の表に定める情報照会者（別紙１参
照）
①法令上の根拠：番号法第１９条第８号に基づ
く主務省令第２条の表
②提供先における用途：番号法第１９条第８号
に基づく主務省令第２条の表に定める各事務
（別紙１参照）
③提供する情報：介護保険法による保険給付
の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料
の徴収に関する情報

事後

番号法の改正による提供先１
の削除及び提供先を別紙１に
記載することによる変更であ
り、重要な変更に該当する項
目ではなく、事前の提出・公表
が義務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先12

提供先12　地方公務員共済組合
①法令上の根拠：番号法第19条第8号別表第
二第58の項
（以下略）

（別紙１）15の項 事後

提供先を別紙１に記載するこ
ととしたことによる修正であり、
重要な変更に該当する項目で
はなく、事前の提出・公表が義
務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先11

提供先11　市町村長
①法令上の根拠：番号法第19条第8号別表第
二第56の２項
（以下略）

（別紙１）14の項 事後

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先14

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先13

提供先13　市町村長
①法令上の根拠：番号法第19条第8号別表第
二第61の項
（以下略）

（別紙１）16の項 事後

提供先を別紙１に記載するこ
ととしたことによる修正であり、
重要な変更に該当する項目で
はなく、事前の提出・公表が義
務付けられない。

提供先を別紙１に記載するこ
ととしたことによる修正であり、
重要な変更に該当する項目で
はなく、事前の提出・公表が義
務付けられない。

提供先14　市町村長
①法令上の根拠：番号法第19条第8号別表第
二第62の項
（以下略）

（別紙１）17の項 事後

提供先を別紙１に記載するこ
ととしたことによる修正であり、
重要な変更に該当する項目で
はなく、事前の提出・公表が義
務付けられない。
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提出時期 提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先30

提供先30　都道府県知事又は市町村長
①法令上の根拠：番号法第19条第8号別表第
二第109の項
（以下略）

（別紙１）26の項 事後

提供先を別紙１に記載するこ
ととしたことによる修正であり、
重要な変更に該当する項目で
はなく、事前の提出・公表が義
務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先29

提供先29　都道府県知事又は保健所を設置す
る市の長
①法令上の根拠：番号法第19条第8号別表第
二第97の項
（以下略）

（別紙１）24の項 事後

提供先を別紙１に記載するこ
ととしたことによる修正であり、
重要な変更に該当する項目で
はなく、事前の提出・公表が義
務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先28

提供先28　後期高齢者医療広域連合
①法令上の根拠：番号法第19条第8号別表第
二第81の項
（以下略）

（別紙１）20の項 事後

提供先を別紙１に記載するこ
ととしたことによる修正であり、
重要な変更に該当する項目で
はなく、事前の提出・公表が義
務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先27

提供先27　市町村長又は国民健康保険組合
①法令上の根拠：番号法第19条第8号別表第
二第43の項
（以下略）

（別紙１）13の項 事後

提供先を別紙１に記載するこ
ととしたことによる修正であり、
重要な変更に該当する項目で
はなく、事前の提出・公表が義
務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先26

提供先26　都道府県知事
①法令上の根拠：番号法第19条第8号別表第
二第22の項
（以下略）

（別紙１）８の項 事後

提供先を別紙１に記載するこ
ととしたことによる修正であり、
重要な変更に該当する項目で
はなく、事前の提出・公表が義
務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先25

提供先25　市町村長
①法令上の根拠：番号法第19条第8号別表第
二第17の項
（以下略）

（別紙１）７の項 事後

提供先を別紙１に記載するこ
ととしたことによる修正であり、
重要な変更に該当する項目で
はなく、事前の提出・公表が義
務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先24

提供先24　全国健康保険協会
①法令上の根拠：番号法第19条第8号別表第
二第5の項
（以下略）

（別紙１）３の項 事後

提供先を別紙１に記載するこ
ととしたことによる修正であり、
重要な変更に該当する項目で
はなく、事前の提出・公表が義
務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先23

提供先23　都道府県知事又は市町村長
①法令上の根拠：番号法第19条第8号別表第
二第108の項
（以下略）

（別紙１）25の項 事後

提供先を別紙１に記載するこ
ととしたことによる修正であり、
重要な変更に該当する項目で
はなく、事前の提出・公表が義
務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先22

提供先22　市町村長
①法令上の根拠：番号法第19条第8号別表第
二第11の項
（以下略）

（別紙１）６の項 事後

提供先を別紙１に記載するこ
ととしたことによる修正であり、
重要な変更に該当する項目で
はなく、事前の提出・公表が義
務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先21

提供先21　都道府県知事
①法令上の根拠：番号法第19条第8号別表第
二第８の項
（以下略）

（別紙１）５の項 事後

提供先を別紙１に記載するこ
ととしたことによる修正であり、
重要な変更に該当する項目で
はなく、事前の提出・公表が義
務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先20

提供先20　厚生労働大臣
①法令上の根拠：番号法第19条第8号別表第
二第117の項
（以下略）

（※削除） 事後

番号法の改正に伴う修正であ
り、重要な変更に該当する項
目ではなく、事前の提出・公表
が義務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先19

提供先19　厚生労働大臣又は共済組合等
①法令上の根拠：番号法第19条第8号別表第
二第95の項
（以下略）

（※削除） 事後

番号法の改正に伴う修正であ
り、重要な変更に該当する項
目ではなく、事前の提出・公表
が義務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先18

提供先18　市町村長
①法令上の根拠：番号法第19条第8号別表第
二第94の項
（以下略）

（別紙１）23の項 事後

提供先を別紙１に記載するこ
ととしたことによる修正であり、
重要な変更に該当する項目で
はなく、事前の提出・公表が義
務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先17

提供先17　都道府県知事又は広島市長若しく
は長崎市長
①法令上の根拠：番号法第19条第8号別表第
二第90の項
（以下略）

（別紙１）22の項 事後

提供先を別紙１に記載するこ
ととしたことによる修正であり、
重要な変更に該当する項目で
はなく、事前の提出・公表が義
務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先16

提供先16　都道府県知事等
①法令上の根拠：番号法第19条第8号別表第
二第87の項
（以下略）

（別紙１）21の項 事後

提供先を別紙１に記載するこ
ととしたことによる修正であり、
重要な変更に該当する項目で
はなく、事前の提出・公表が義
務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先15

提供先15　後期高齢者医療広域連合
①法令上の根拠：番号法第19条第8号別表第
二第80の項
（以下略）

（別紙１）19の項 事後

提供先を別紙１に記載するこ
ととしたことによる修正であり、
重要な変更に該当する項目で
はなく、事前の提出・公表が義
務付けられない。
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提出時期 提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載

令和6年12月20日

V-１．特定個人情報の開示・
訂正・利用停止請求
④個人情報ファイル簿の公表
公表場所

市ホームページ・総務企画局行政部情報公開
室

専用サイト（個人情報ファイル簿公表システム） 事後

公表場所に関する記載の見
直し伴う修正であり、重要な変
更に該当する項目ではなく、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和6年12月20日

Ⅲ-6.情報提供ネットワークシ
ステムとの接続
リスク７：情報提供ネットワーク
との接続に伴うその他のリス
ク及びそのリスクに対する措
置＜本市における措置＞

＜本市における措置＞
情報提供ネットワークシステムとの全ての連携
（接続）は、中間サーバが行う構成となってお
り、情報提供ネットワークシステムは、統合宛名
システムや業務システムは直接接続はできな
い。

＜本市における措置＞
情報提供ネットワークシステムとの全ての連携
（接続）は、中間サーバが行う構成となってお
り、情報提供ネットワークシステムは、統合宛名
システムや業務システムとの直接接続はできな
い。

事後

表記を明確にするための修正
であり、重要な変更に該当す
る項目ではなく、事前の提出・
公表が義務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅲ-6.情報提供ネットワークシ
ステムとの接続
リスク１：リスクに対する措置
の内容

（※２）番号法別表第２及び第１９条第１４号に
基づき、事務手続きごとに情報照会者、情報提
供者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト
化したもの。

（※２）番号法第１９条第８号に基づく主務省令
及び番号法第１９条第１４号に基づき、事務手
続きごとに情報照会者、情報提供者、照会・提
供可能な特定個人情報をリスト化したもの。

事後

番号法の改正に伴う修正であ
り、重要な変更に該当する項
目ではなく、事前の提出・公表
が義務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
移転先１、２、３、８

移転先１
移転先　保健医療局　総務部　保険医療課
　（内容省略）

移転先２、移転先３、移転先８
移転先　保健医療局　総務部　保険年金課
　（内容省略）

移転先１
移転先　保健医療局　総務企画部　保険医療
課
　（内容省略）

移転先２、移転先３、移転先８
移転先　保健医療局　総務企画部　保険年金
課
　（内容省略）

事後

機構整備による所属名称変更
に伴う変更であり、重大な変
更に当たらず、事前の提出・
公表が義務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
移転先３～９

移転先３
移転先４
移転先５
移転先５
移転先６
移転先７
移転先８
移転先９　（内容省略）

移転先２
移転先３
移転先４
移転先５
移転先６
移転先７
移転先８
（内容省略）

事後
移転先２の削除に伴う項ずれ
を修正し、移転先９を削除する
もの。

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
移転先２

移転先　保健医療局　総務部　保険医療課
（内容省略）

（※削除） 事後

機構整備による所属統合に伴
う変更であり、重大な変更に
当たらず、事前の提出・公表
が義務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先１
（別紙１）28の項

（※追加記載）

（別紙１）28の項
提供先：百六十一　都道府県知事等
提供先における用途：「生活に困窮する外国人
に対する生活保護の措置について」（昭和二十
九年五月八日付け社発第三百八十二号厚生省
社会局長通知。以下「昭和二十九年社発第三
百八十二号通知」という。）に基づく外国人（日
本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。）で
あって生活に困窮する者に係る保護の決定及
び実施又は徴収金の徴収（以下この欄におい
て「生活保護関係事務」という。）の取扱に準じ
た生活保護関係事務に関する事務であって第
百六十三条で定めるもの

事後

番号法の改正に伴う修正であ
り、重要な変更に該当する項
目ではなく、事前の提出・公表
が義務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先１
（別紙１）18の項

（※追加記載）

（別紙１）18の項
提供先：百八　市町村長
提供先における用途：災害弔慰金の支給等に
関する法律による災害弔慰金若しくは災害障害
見舞金の支給又は災害援護資金の貸付けに関
する事務であって第百十条で定めるもの

事後

番号法の改正に伴う修正であ
り、重要な変更に該当する項
目ではなく、事前の提出・公表
が義務付けられない。

令和6年12月20日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先31

提供先31　都道府県知事
①法令上の根拠：番号法第19条第8号別表第
二第119の項
（以下略）

（別紙１）27の項 事後

提供先を別紙１に記載するこ
ととしたことによる修正であり、
重要な変更に該当する項目で
はなく、事前の提出・公表が義
務付けられない。

令和7年10月31日 全体 句読点「，」 句読点「、」 事後

表記を統一するための修正で
あり、重要な変更には当たら
ないため、事前の提出・公表
が義務付けられない。

事後（別添３）変更箇所
重要な変更に該当する項目で
はないため、事前の提出・公
表が義務付けられない。

令和7年10月31日 （項目全体） （（別添３）変更箇所参照）
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提出時期 提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載

令和7年10月31日

Ⅰ-1.特定個人情報ファイルを
取り扱う事務
②事務の内容　1/2

①第1号被保険者の資格取得、資格喪失、変更
の届出
②第1号及び第2号被保険者の被保険者証交
付（再交付）の申請、交付
③保険料の賦課、通知
④保険料の収納、還付
⑤保険料の減免、徴収猶予等の申請、決定
⑥保険料滞納者に係る支払い方法の変更、支
払いの一時差止、給付額減額
⑦要介護（要支援）の新規認定、認定更新、区
分変更の申請、決定
⑧利用者負担割合の決定、負担割合証の交
付、負担割合証の再交付の申請、再交付
⑨居宅(介護予防)サービス計画届出の登録
⑩介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入
費、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費
支給申請、決定
⑪負担限度額認定や各種減免認定の申請、認
定決定、認定証の交付（再交付含む）
⑫高額介護(介護予防)サービス費支給申請、
支給決定
⑬高額医療合算介護(介護予防)サービス費支
給申請、支給決定
⑭介護保険居宅介護（介護予防）サービス費等
（償還払）支給申請、支給決定、介護予防・日常
生活支援総合事業費（償還払）支給申請、支給
決定及び介護保険特定入所者介護（介護予
防）サービス費等支給申請、支給決定

１．被保険者資格
 ①第1号被保険者の資格取得、資格喪失、変
更の届出
 ②第1号及び第2号被保険者の被保険者証交
付（再交付）の申請、交付
２．保険料賦課
 ③保険料の賦課、通知
 ④保険料の減免、徴収猶予等の申請、決定
３．保険料収納
 ⑤保険料の収納、還付
４．滞納管理
 ⑥保険料滞納者に係る支払い方法の変更、支
払いの一時差止、給付額減額
５．受給者管理
 ⑦利用者負担割合の決定、負担割合証の交
付、負担割合証の再交付の申請、再交付
 ⑧負担限度額認定や各種減免認定の申請、
認定決定、認定証の交付（再交付含む）
６．認定管理
 ⑨要介護（要支援）の新規認定、認定更新、区
分変更の申請、決定
７．給付管理
 ⑩居宅(介護予防)サービス計画届出の登録
 ⑪介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入
費、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費
支給申請、決定
 ⑫高額介護(介護予防)サービス費支給申請、
支給決定
 ⑬高額医療合算介護(介護予防)サービス費支
給申請、支給決定
 ⑭介護保険居宅介護（介護予防）サービス費
等（償還払）支給申請、支給決定、介護予防・日
常生活支援総合事業費（償還払）支給申請、支
給決定及び介護保険特定入所者介護（介護予
防）サービス費等支給申請、支給決定

事前
システム刷新・標準化に伴
い、実施前に提出するもの。

令和7年10月31日

Ⅰ-1.特定個人情報ファイルを
取り扱う事務
②事務の内容　2/2

⑮情報提供ネットワークシステムに接続し、各
情報保有機関が保有する特定個人情報につい
て情報連携（照会・提供）を行うため、個人番号
対応符号の取得及び必要な特定個人情報を
「副本」として中間サーバに保有・管理を行う。
⑯総合事業利用届出（介護予防ケアマネジメン
ト作成依頼届、基本チェックリスト等）の登録及
び判定
⑰事業対象者（総合事業）の資格管理
⑱総合事業高額介護予防サービス費相当事業
の支給申請、支給決定
⑲総合事業高額医療合算介護予防サービス費
相当事業の支給申請、支給決定
⑳保険者事務共同処理業務
　 ⑬及び⑲の事務に個人番号を利用し、本市
の介護保険と国民健康保険の給付情報に関す
る名寄せ
　 を行う。
　 ※本市では、⑳について、福岡県国民健康保
険団体連合会（国保連合会）に委託をして事務
を実施
　　　 しており、国保連合会が当該事務を実施
するにあたって、個人番号が記載された「個人
番号異動
       連絡票（訂正時には訂正連絡票）」を提供
する。

８．総合事業
 ⑮総合事業利用届出（介護予防ケアマネジメン
ト作成依頼届、基本チェックリスト等）の登録及
び判定
 ⑯事業対象者（総合事業）の資格管理
 ⑰総合事業高額介護予防サービス費相当事
業の支給申請、支給決定
 ⑱総合事業高額医療合算介護予防サービス
費相当事業の支給申請、支給決定
(共通)
 ⑲情報提供ネットワークシステムに接続し、各
情報保有機関が保有する特定個人情報につい
て情報連携（照会・提供）を行うため、個人番号
対応符号の取得及び必要な特定個人情報を
「副本」として中間サーバに保有・管理を行う。
 ⑳保険者事務共同処理業務
　 ⑬及び⑱の事務に個人番号を利用し、本市
の介護保険と国民健康保険の給付情報に関す
る名寄せ
　 を行う。
　 ※本市では、⑳について、福岡県国民健康保
険団体連合会（国保連合会）に委託をして事務
を実施
　　　 しており、国保連合会が当該事務を実施
するにあたって、個人番号が記載された「個人
番号異動
       連絡票（訂正時には訂正連絡票）」を提供
する。

事前
システム刷新・標準化に伴
い、実施前に提出するもの。

令和7年10月31日

Ⅰ-2.特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
システム1
①システムの名称

介護保険システム（保健福祉総合システム） 介護保険システム 事前
システム刷新・標準化に伴
い、実施前に提出するもの。
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提出時期 提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載

システム刷新・標準化に伴
い、実施前に提出するもの。

６．受給者管理
6.1.減免／減額認定、6.2.負担割合、6.3.給付制
限、6.4.国保連受給者異動

７．認定管理
7.1.要介護／要支援認定申請、7.2.認定調査、
7.3.意見書作成、7.4.一次判定／二次判定（審
査会）、7.5.要介護／要支援認定、7.6.認定更新
勧奨、7.7.情報提供、7.8.処分延期通知、7.9.謝
金・報酬支払

８．給付管理
8.1.給付共通管理、8.2.居宅届出、8.3.償還（住
宅改修費）、8.4.償還（福祉用具購入費）、8.5.償
還（住宅改修／福祉用具共通）、8.6.償還（その
他償還）、8.7.償還共通、8.8.高額サービス費、
8.9.支払通知、8.10.給付実績、8.11.高額合算
（交付申請）、8.12.高額合算（支給申請）、8.13.
高額合算共通、8.14.介護給付費通知、

９．統計・報告等
9.1.事業状況報告、9.2.統計・集計

10．総合事業
10.1.総合事業共通管理、10.2.事業対象者、
10.3.負担割合、10.4.国保連受給者異動、10.5.
介護予防ケアマネジメント届出、10.6.償還（介護
予防・日常生活支援総合事業費）、10.7.高額介
護予防サービス費相当事業、10.8.支払通知、
10.9.給付実績（介護予防・日常生活支援総合事
業費）、10.10.高額医療合算介護予防サービス
費相当事業（交付申請）、10.11.高額医療合算
介護予防サービス費相当事業（支給申請）、
10.12.高額医療合算介護予防サービス費相当
事業共通、10.13.介護給付費通知

事前

１．介護保険共通
1.1.他システム連携、1.2.マスタ管理機能、1.3.
データ管理機能、1.4.台帳管理機能、1.5.一覧管
理機能、1.6.帳票出力機能、1.7.政令・広域固有
要件

２．被保険者資格
2.1.住民情報異動等に伴う資格異動、2.2.被保
険者証等再交付、2.3.自市町村住所地特例者
把握、2.4.他市町村住所地特例者把握、2.5.適
用除外施設入所者把握

３．保険料賦課
3.1.保険料賦課共通、3.2.仮算定、3.3.仮徴収額
変更、3.4.本算定、3.5.月割賦課、3.6.口座振替
依頼、3.7.代理納付管理、3.8.減免・猶予管理

４．保険料収納
4.1.保険料収納共通管理、4.2.収納消込共通、
4.3.収納消込（自主納付・代理納付）、4.4.収納
消込（口座振替）、4.5.収納消込（特別徴収）、
4.6.還付・充当、4.7.納付証明書発行、4.8.督促

５．滞納管理
5.1.滞納共通管理、5.3.催告・猶予措置、5.4.滞
納処分

事前

１　資格情報管理
①被保険者の介護保険資格を登録・管理・照会
する機能
②被保険者の世帯を登録・管理・照会する機能
③被保険者証を発行・管理する機能
④住所地特例者を登録・管理・照会する機能
⑤適用除外者を登録・管理・照会する機能
２　賦課情報管理
①介護保険料の決定及び保険料決定通知書を
作成する機能
②税情報の更正等による介護保険料の変更決
定及び保険料変更決定通知書を作成する機能
③所得情報を登録・管理・照会する機能
④生活保護受給情報を登録する機能
⑤老齢福祉年金受給情報を登録する機能
⑥特別徴収者の登録・管理・照会する機能
３　徴収情報管理
①保険料の収納状況を管理・照会する機能
②保険料の過誤納（還付や充当）を処理・管理
する機能
③保険料の減免・徴収猶予を処理する機能
④保険料の滞納状況を管理する機能
⑤口座振替を処理・管理する機能
⑥納付証明書を発行する機能
４　認定情報管理
①要介護（要支援）認定の申請受付の機能
②要介護（要支援）の認定結果通知、被保険者
証発行の機能
③被保険者の認定情報を管理・照会する機能
④要介護（要支援）認定における相手方（主治
医・認定調査員）情報を管理する機能

令和7年10月31日

Ⅰ-2.特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
システム1
②システムの機能　2/2

５　給付・受給情報管理（総合事業に関するもの
を含む）
①居宅サービス計画届出及び介護予防ケアマ
ネジメント作成依頼届出を登録する機能
②介護保険施設入退所者登録の機能
③利用者負担減免申請・決定や負担限度額認
定の申請・決定の機能
④負担割合の判定及び負担割合証を発行・管
理する機能
⑤各種給付費支給申請・決定の機能
⑥受給資格証明書発行の機能
⑦給付制限処理の機能
⑧受給者台帳の管理・照会や国民健康保険団
体連合会（国保連合会）に送付する受給者台帳
を作成する機能
⑨給付実績を管理・照会する機能
⑩給付実績から高額介護(介護予防)サービス
費及び総合事業高額介護予防サービス費相当
事業対象者を把握・管理する機能
⑪給付実績から高額医療・介護(介護予防)合算
サービス費及び総合事業高額医療合算介護予
防サービス費相当事業対象者を管理する機能
⑫事業所情報を管理する機能
⑬事業対象者（総合事業）を判定・登録する機
能
６　一括処理機能
①帳票の一括印刷、異動の一括処理、データ
の一括取り込みを行う機能
７　他業務連携
①福岡市内部の他業務及び他システムと情報
連携を行う機能
８　統合宛名システム連携
①統合宛名システムへの情報連携を行う機能

システム刷新・標準化に伴
い、実施前に提出するもの。

令和7年10月31日

システム刷新・標準化に伴
い、実施前に提出するもの。

令和7年10月31日

Ⅰ-2.特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
システム1
②システムの機能　1/2

Ⅰ-2.特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
システム4
②システムの機能

システム刷新・標準化に伴
い、実施前に提出するもの。

・主治医意見書及び認定調査票情報を登録・管
理する機能
・介護認定審査会を管理する機能

※システムで個人番号は保有しない。

１．介護保険共通
1.1.マスタ管理機能、1.2.データ管理機能、1.3.台
帳管理機能、1.4.一覧管理機能、1.5.帳票出力
機能、1.6.政令・広域固有要件
２．認定管理
2.1.要介護／要支援認定申請、2.2.認定調査、
2.3.意見書作成、2.4.一次判定／二次判定（審
査会）、2.5.要介護／要支援認定、2.6.情報提
供、2.7.処分延期通知、2.8.謝金・報酬支払

事前

令和7年10月31日

Ⅰ-2.特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
システム6
②システムの機能

システム間連携機能
共通基盤と業務システム間及び異なる業務シス
テム間のデータ連携を行う機能

１　統合認証機能
　　ICカードによる利用者認証、権限管理及び
業務システムの起動を行う機能

２　システム間連携機能
　　共通基盤と業務システム間及び異なる業務
システム間のデータ連携を行う機能

３　統合運用管理機能
　　ジョブ実行管理機能、媒体の入出力、帳票
出力を行う機能

４　インフラ共通基盤機能
　　システム監視、稼働記録（ログ）管理、ウイル
ス対策及びデータのバックアップを行う機能

事前
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提出時期 提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載

令和7年10月31日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転
移転先8

（項目全体のため略） （削除） 事前
システム刷新・標準化に伴
い、実施前に提出するもの。

（項目については略。並び替えを行うもの）
委託事項1：介護保険システムの運用・保守業
務、法制度改正に伴うシステム改修作業業務
委託事項2：共通基盤の運用・保守業務
委託事項3：保険者事務共同処理業務（高額医
療合算介護（予防）サービス費及び総合事業高
額医療合算介護予防サービス費相当事業算定
業務）
委託事項4：要介護（要支援）認定事務
委託事項5：申請管理システム（サービス検索・
電子申請機能）の運用・保守

事前
システム刷新・標準化に伴
い、実施前に提出するもの。

機構整備に伴う所属名称の変
更であり、重大な変更に当た
らず、事前の提出・公表が義
務付けられない。

令和7年10月31日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転
移転先7
⑥移転方法

［　］庁内連携システム
［〇］専用線

［〇］庁内連携システム
［　］専用線

事前
システム刷新・標準化に伴
い、実施前に提出するもの。

5件 事前

令和7年10月31日

Ⅱ-5.特定個人情報の提供・
移転
移転先7

福祉局　障がい者部　障がい福祉課 福祉局　障がい者部　障がい在宅福祉課 事後

令和7年10月31日

Ⅱ-4.特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項

（項目については略。並び替えを行うもの）
委託事項1：介護保険システムの運用・保守業
務、法制度改正に伴うシステム改修作業業務
委託事項2：（削除）
委託事項3：（削除）
委託事項4：保険者事務共同処理業務（高額医
療合算介護（予防）サービス費及び総合事業高
額医療合算介護予防サービス費相当事業算定
業務）
委託事項5：要介護（要支援）認定事務
委託事項6：申請管理システム（サービス検索・
電子申請機能）の運用・保守
委託事項7：共通基盤の運用・保守業務

システム刷新・標準化に伴
い、実施前に提出するもの。

令和7年10月31日

Ⅱ-4.特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項2

（項目全体のため略） （削除） 事前
システム刷新・標準化に伴
い、実施前に提出するもの。

令和7年10月31日

Ⅱ-4.特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託の有無

6件

令和7年10月31日

Ⅱ-4.特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項7

（新規追加） （項目全体のため略） 事前
システム刷新・標準化に伴
い、実施前に提出するもの。

システム刷新・標準化に伴
い、実施前に提出するもの。

令和7年10月31日

Ⅱ-4.特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託事項3

（項目全体のため略） （削除） 事前

事前
システム刷新・標準化に伴
い、実施前に提出するもの。

令和7年10月31日

Ⅱ-3.特定個人情報の入手・
使用
⑧使用方法

・福岡県国民健康保険団体連合会より給付の
実績データを取り込み、給付実績の把握・管理
を行う。介護サービス及び総合事業利用者に
は、年に1回、利用状況を住民関係情報の住所
又は本人等から申し出のあった送付先住所に
送付する（介護給付費通知書）。

・福岡県国民健康保険団体連合会より給付の
実績データを取り込み、給付実績の把握・管理
を行う。

事前
システム刷新・標準化に伴
い、実施前に提出するもの。

令和7年10月31日

Ⅱ-3.特定個人情報の入手・
使用
②入手方法

［　］専用線 ［〇］専用線 事後

令和7年10月31日

Ⅱ-3.特定個人情報の入手・
使用
⑤本人への明示

・情報提供ネットワークによる入手については、
番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条
の表第１３１、１３２の項において明示されてい
るが、口頭にて本人に明示する。

・情報提供ネットワークによる入手については、
番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条
の表第１３１、１３２の項において明示されてい
る。

事後

重要な変更に該当する項目で
はないため、事前の提出・公
表が義務付けられない。

令和7年10月31日

Ⅱ-3.特定個人情報の入手・
使用
③入手の時期・頻度

＜庁内連携システム＞
・生活保護受給情報：生活保護システムの更新
情報を月次更新により入手
・年金関係情報：老齢福祉年金受給者のデータ
を年次で入手

＜庁内連携システム＞
・生活保護受給情報：生活保護システムの更新
情報を日時更新により入手
（・削除）

重要な変更に該当する項目で
はないため、事前の提出・公
表が義務付けられない。

重要な変更に該当する項目で
はないため、事前の提出・公
表が義務付けられない。

・4情報、連絡先：被保険者証の発行、各種通知
書の送付、本人への連絡等のため。

・5情報、連絡先：被保険者証の発行、各種通知
書の送付、本人への連絡等のため。

事後
重要な変更に該当する項目で
はないため、事前の提出・公
表が義務付けられない。

令和7年10月31日

令和7年10月31日

Ⅱ-2.基本情報
④記録される項目
その妥当性

会計室会計管理課、財政局税務部税制課、保
健医療局総務企画部保険年金課、保険医療
課、福祉局生活福祉部保護課、市民局総務部
戸籍住民課

事前
システム刷新・標準化に伴
い、実施前に提出するもの。

システム刷新・標準化に伴
い、実施前に提出するもの。

令和7年10月31日 （別添１）事務の内容 （項目全体のため略） （項目全体のため略）

Ⅰ-2.特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
システム6
③他のシステムとの接続

令和7年10月31日

Ⅱ-3.特定個人情報の入手・
使用
①入手元

財政局税務部税制課、保健医療局総務企画部
保険年金課、保険医療課、福祉局生活福祉部
保護課、市民局総務部戸籍住民課

［　］庁内連携システム
［　］税務システム
［〇］その他（国民年金システム）

［〇］庁内連携システム
［〇］税務システム
［〇］その他（各業務システム）

事後

事前
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提出時期 提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載

個人のプライバシー等の権利
利益に影響を与え得る特定個
人情報の漏えいその他の事
態を発生させるリスクを相当
程度変動させるものではない
と考えられる変更は、重要な
変更には当たらないため、事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

〈介護保険システム〉
・ユーザアカウント毎にアクセス権限を設定して
おり、担当業務に必要な情報へのみアクセス可
としている。

事前
システム刷新・標準化に伴
い、実施前に提出するもの。

令和7年10月31日

Ⅲ-3.特定個人情報の使用
リスク1：目的を超えた紐付
け、事務に必要のない情報と
の紐付けが行われるリスク
事務で使用するその他のシス
テムにおける措置の内容

〈介護保険システム〉
・磁気カードを読み取り装置に通し、パスワード
を入力してシステムにログインする認証方式を
採用している。また、ユーザアカウント毎にアク
セス権限を設定しており、担当業務に必要な情
報へのみアクセス可としている。

令和7年10月31日

Ⅲ-2.特定個人情報の入手
（情報提供ネットワークシステ
ムを通じた入手を除く。）
リスク2：不適切な方法で入手
が行われるリスク
リスクに対する措置の内容

・庁内連携により情報を入手する場合は、情報
資産利用申請により利用する情報資産の内
容、目的、用途等について、情報資産所管課の
承認を得る必要がある。また，情報システム課
に報告することになっている。

・庁内連携により情報を入手する場合は、情報
資産利用申請により利用する情報資産の内
容、目的、用途等について、情報資産所管課の
承認を得る必要がある。

事後

個人のプライバシー等の権利
利益に影響を与え得る特定個
人情報の漏えいその他の事
態を発生させるリスクを相当
程度変動させるものではない
と考えられる変更は、重要な
変更には当たらないため、事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和7年10月31日

Ⅱ-6.特定個人情報の保管・
消去
①保管場所

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバ･プラットフォームはデータセン
ターに設置しており、データセンターへの入館及
びサーバー室への入室を厳重に管理する。
②特定個人情報は、サーバー室に設置された
中間サーバのデータベース内に保存され、バッ
クアップもデータベース上に保存される。

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバー･プラットフォームは、政府情報
システムのためのセキュリティ評価制度
（ISMAP）に登録されたクラウドサービス事業者
が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセ
キュリティ対策はクラウドサービス事業者が実
施する。
なお、クラウドサービス事業者は、セキュリティ
管理策が適切に実施されているほか、次を満た
している。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受け
ている。
・日本国内でデータを保管している。
②特定個人情報は、クラウドサービス事業者が
保有・管理する環境に構築する中間サーバー
のデータベース内に保存され、バックアップも
データベース上に保存される。

事後

個人のプライバシー等の権利
利益に影響を与え得る特定個
人情報の漏えいその他の事
態を発生させるリスクを相当
程度変動させるものではない
と考えられる変更は、重要な
変更には当たらないため、事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和7年10月31日

Ⅲ-2.特定個人情報の入手
（情報提供ネットワークシステ
ムを通じた入手を除く。）
リスク1：目的外の入手が行わ
れるリスク
必要な情報以外を入手するこ
とを防止するための措置の内
容

・庁内連携により情報を入手する場合は、情報
資産利用申請により利用する情報資産の内
容、目的、用途等について、情報資産所管課の
承認を得る必要がある。また，情報システム課
に報告することになっており、必要な情報以外
の情報の入手はできない。

・庁内連携により情報を入手する場合は、情報
資産利用申請により利用する情報資産の内
容、目的、用途等について、情報資産所管課の
承認を得る必要がある。

事後

令和7年10月31日 （別添２）ファイル記録項目 （項目全体） （（別添２）ファイル記録項目参照） 事前
システム刷新・標準化に伴
い、実施前に提出するもの。

令和7年10月31日

Ⅱ-6.特定個人情報の保管・
消去
③消去方法

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
①特定個人情報の消去は地方公共団体からの
操作によって実施されるため、通常、中間サー
バ・プラットフォームの保守・運用を行う事業者
が特定個人情報を消去することはない。
②ディスク交換やハード更改等の際は、中間
サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事
業者において、保存された情報が読み出しでき
ないよう、物理的破壊により完全に消去する。

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
①特定個人情報の消去は地方公共団体からの
操作によって実施されるため、通常、中間サー
バ・プラットフォームの保守・運用を行う事業者
及びクラウドサービス事業者が特定個人情報を
消去することはない。
②クラウドサービス事業者が保有・管理する環
境において、障害やメンテナンス等によりディス
クやハード等を交換する際は、クラウドサービス
事業者において、政府情報システムのためのセ
キュリティ評価制度（ISMAP）に準拠したデータ
の暗号化消去及び物理的破壊を行う。さらに、
第三者の監査機関が定期的に発行するレポー
トにより、クラウドサービス事業者において、確
実にデータの暗号化消去及び物理的破壊が行
われていることを確認する。
③中間サーバー・プラットフォームの移行の際
は、地方公共団体情報システム機構及び中間
サーバー・プラットフォームの事業者において、
保存された情報が読み出しできないよう、データ
センターに設置しているディスクやハード等を物
理的破壊により完全に消去する。

事後
重要な変更に該当する項目で
はないため、事前の提出・公
表が義務付けられない。
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提出時期 提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載

令和7年10月31日

Ⅲ-6.情報提供ネットワークシ
ステムとの接続
情報提供ネットワークシステム
との接続に伴うその他のリス
ク及びそのリスクに対する措
置

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
④特定個人情報の管理を地方公共団体のみが
行うことで、中間サーバ・プラットフォームの保
守・運用を行う事業者における情報漏えい等の
リスクを極小化する。

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
④特定個人情報の管理を地方公共団体のみが
行うことで、中間サーバ・プラットフォームの保
守・運用を行う事業者及びクラウドサービス事
業者における情報漏えい等のリスクを極小化す
る。

事後

個人のプライバシー等の権利
利益に影響を与え得る特定個
人情報の漏えいその他の事
態を発生させるリスクを相当
程度変動させるものではない
と考えられる変更は、重要な
変更には当たらないため、事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
③中間サーバ・プラットフォームの保守・運用を
行う事業者においては、特定個人情報に係る業
務にはアクセスができないよう管理を行い、不
適切な方法での情報提供を行えないよう管理し
ている。

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
③中間サーバ・プラットフォームの保守・運用を
行う事業者及びクラウドサービス事業者におい
ては、特定個人情報に係る業務にはアクセスが
できないよう管理を行い、不適切な方法での情
報提供を行えないよう管理している。

事後

個人のプライバシー等の権利
利益に影響を与え得る特定個
人情報の漏えいその他の事
態を発生させるリスクを相当
程度変動させるものではない
と考えられる変更は、重要な
変更には当たらないため、事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和7年10月31日

Ⅲ-6.情報提供ネットワークシ
ステムとの接続
リスク4：入手の際に特定個人
情報が漏えい・紛失するリスク
リスクに対する措置の内容

＜統合宛名システムにおける措置＞
①接続システムの認証及び統合宛名システム
接続端末での職員証及びＵＳＢトークンを利用
した、二要素による認証機能を設けており、あら
かじめ承認されたシステム・職員以外の情報入
手を防止している。
＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
③中間サーバ･プラットフォーム事業者の業務
は、中間サーバ・プラットフォームの運用、監視・
障害対応等であり、業務上、特定個人情報へは
アクセスすることはできない。

＜統合宛名システムにおける措置＞
①接続システムの認証及び統合宛名システム
接続端末でのICカード及びパスワードを利用し
た、二要素による認証機能を設けており、あら
かじめ承認されたシステム・職員以外の情報入
手を防止している。
＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
③中間サーバ･プラットフォーム事業者の業務
は、中間サーバ・プラットフォームの運用、監視・
障害対応等、クラウドサービス事業者の業務
は、クラウドサービスの提供であり、業務上、特
定個人情報へはアクセスすることはできない。

事前
システム刷新・標準化に伴
い、実施前に提出するもの。

令和7年10月31日

Ⅲ-5.特定個人情報の提供・
移転（委託や情報提供ネット
ワークシステムを通じた提供
を除く。）
リスク3：誤った情報を提供・移
転してしまうリスク、誤った相
手に提供・移転してしまうリス
ク
リスクに対する措置の内容

データ連携については、あらかじめ定められた
仕様に基づくサーバ間通信に限定しており、
誤った情報や相手への連携は発生しない。

データ連携については、あらかじめ定められた
仕様に基づくサーバ間通信を基本としており、
誤った情報や相手への連携は発生しない。別
途出力データを庁内移転する場合も、必ず情報
資産利用申請に基づいた移転を行い、許可して
いないデータの移転は行わない。

事前
システム刷新・標準化に伴
い、実施前に提出するもの。

令和7年10月31日

Ⅲ-6.情報提供ネットワークシ
ステムとの接続
リスク6：不適切な方法で提供
されるリスク
リスクに対する措置の内容

・資料やデータの市の承諾なしの持ち出しの禁
止
・委託業務に係る作業従事者名簿の提出
・名札の常時着用
・保守作業室（統合運用管理）での作業に係る
事前届出、ICカード貸し出し(入室の際に必須)
・保守作業室（統合運用管理）での保守端末ロ
グイン時にICカード必須、端末から保守連携
サーバへのアクセスIDについて原則として、統
合運用担当のみの管理

事前
システム刷新・標準化に伴
い、実施前に提出するもの。

令和7年10月31日

表記を明確にするための修正
であり、重要な変更には当た
らないため、事前の提出・公
表が義務付けられない。

令和7年10月31日

Ⅲ-4.特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
特定個人情報ファイルの取扱
いの委託におけるその他のリ
スク及びそのリスクに対する
措置

・資料やデータの市の承諾なしの持ち出しの禁
止
・委託業務に係る作業従事者名簿の提出
・作業室における最終退室時の施錠と守衛室へ
の退室時間報告
・名札の常時着用
・休日・深夜作業に係る事前届出

令和7年10月31日

Ⅲ-3.特定個人情報の使用
リスク3：従業者が事務外で使
用するリスク
リスクに対する措置の内容

・認証カード情報で登録された事務分担に応じ
てシステム利用が制限されており、不必要な情
報にはアクセスできない措置を講じている。

・ユーザIDごとに登録された事務分担に応じて
システム利用が制限されており、不必要な情報
にはアクセスできない措置を講じている。

事後

表記を統一するための修正で
あり、重要な変更には当たら
ないため、事前の提出・公表
が義務付けられない。

Ⅲ-3.特定個人情報の使用
リスク2：権限のない者（元職
員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用される
リスク
ユーザー認証の管理
具体的な管理方法

・磁気カードを使用してユーザＩＤを識別し、パス
ワードで認証を行っている。また、認証後は利
用機能の認可機能により、そのユーザがシステ
ム上で利用可能な機能を制限することで不正利
用が行えない対策を実施している。
・ユーザアカウントは有効期限が設定しており、
有効期限を過ぎた場合はシステムにログインで
きない仕様としている。
・ユーザ認証には、職員証及びＵＳＢトークンを
利用した二要素による認証機能を設け、権限を
保持しない者は接続できないようになっており、
権限は統合宛名においては番号法、申請管理
システムにおいては電子申請手続きに定められ
た利用事務の所管課の業務担当職員のみに付
与している。

・端末ログイン時にICカードを使用してユーザＩＤ
を識別し、パスワードで認証を行っている。シス
テムログイン時にもICカードを必須としている。
また、認証後は利用機能の認可機能により、そ
のユーザがシステム上で利用可能な機能を制
限することで不正利用が行えない対策を実施し
ている。
・認証に使用するパスワードは、定期的に変更
する運用を行っている。
・ユーザアカウントは有効期限を設定しており、
有効期限を過ぎた場合はシステムにログインで
きない仕様としている。
<統合宛名システム、申請管理システム>
・ユーザ認証には、ICカード及びパスワードを利
用した二要素による認証機能を設け、権限を保
持しない者は接続できないようになっており、権
限は統合宛名においては番号法、申請管理シ
ステムにおいては電子申請手続きに定められ
た利用事務の所管課の業務担当職員のみに付
与している。

事前
システム刷新・標準化に伴
い、実施前に提出するもの。

令和7年10月31日

Ⅲ-3.特定個人情報の使用
リスク2：権限のない者（元職
員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用される
リスク
特定個人情報の使用の記録
具体的な方法

・ユーザーＩＤごとにシステムへのアクセスログを
記録する。

・ユーザＩＤごとにシステムへのアクセスログを記
録する。

事後
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提出時期 提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載

令和7年10月31日

Ⅳ-1.監査
②監査
具体的な内容

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
・運用規則等に基づき、中間サーバ・プラット
フォームについて、定期的に監査を行うこととし
ている。

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
①運用規則等に基づき、中間サーバ・プラット
フォームについて、定期的に監査を行うこととし
ている。
②政府情報システムのためのセキュリティ評価
制度（ISMAP）に登録されたクラウドサービス事
業者は、定期的にISMAP監査機関リストに登録
された監査機関による監査を行うこととしてい
る。

事後

個人のプライバシー等の権利
利益に影響を与え得る特定個
人情報の漏えいその他の事
態を発生させるリスクを相当
程度変動させるものではない
と考えられる変更は、重要な
変更には当たらないため、事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和7年10月31日

Ⅲ-7.特定個人情報の保管・
消去
リスク1：特定個人情報の漏え
い・滅失・毀損のリスク
⑥技術的対策
具体的な対策の内容

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
（新規追加）

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
④中間サーバー・プラットフォームは、政府情報
システムのためのセキュリティ評価制度
（ISMAP）に登録されたクラウドサービス事業者
が保有・管理する環境に設置し、インターネット
とは切り離された閉域ネットワーク環境に構築
する。
⑤中間サーバーのデータベースに保存される
特定個人情報は、中間サーバー・プラットフォー
ムの事業者及びクラウドサービス事業者がアク
セスできないよう制御を講じる。
⑥中間サーバーと団体についてはVPN等の技
術を利用し、団体ごとに通信回線を分離すると
ともに、通信を暗号化することで安全性を確保し
ている。
⑦中間サーバー・プラットフォームの移行の際
は、中間サーバー・プラットフォームの事業者に
おいて、移行するデータを暗号化した上で、イン
ターネットを経由しない専用回線を使用し、VPN
等の技術を利用して通信を暗号化することで
データ移行を行う。

事後

個人のプライバシー等の権利
利益に影響を与え得る特定個
人情報の漏えいその他の事
態を発生させるリスクを相当
程度変動させるものではない
と考えられる変更は、重要な
変更には当たらないため、事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和7年10月31日

Ⅲ-7.特定個人情報の保管・
消去
リスク1：特定個人情報の漏え
い・滅失・毀損のリスク
⑤物理的対策
具体的な対策の内容

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバ･プラットフォームをデータセン
ターに構築し、設置場所への入退室者管理、有
人監視及び施錠管理をすることとしている。ま
た、設置場所はデータセンター内の専用の領域
とし、他テナントとの混在によるリスクを回避す
る。

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバ･プラットフォームは、政府情報シ
ステムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）
に登録されたクラウドサービス事業者が保有・
管理する環境に設置し、設置場所のセキュリ
ティ対策はクラウドサービス事業者が実施す
る。
なお、クラウドサービス事業者は、セキュリティ
管理策が適切に実施されているほか、次を満た
している。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受け
ている。
・日本国内でデータを保管している。

事後

個人のプライバシー等の権利
利益に影響を与え得る特定個
人情報の漏えいその他の事
態を発生させるリスクを相当
程度変動させるものではない
と考えられる変更は、重要な
変更には当たらないため、事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和7年10月31日
Ⅵ-１基礎項目評価
①実施日

令和４年11月10日 令和7年10月7日 事後 再評価の実施に伴うもの。

令和7年10月31日

Ⅲ リスク対策（プロセス）
6.情報提供ネットワークとの接
続
リスク1
リスクに対する措置の内容

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
（略）
（※２）番号法第19条第８号に基づく主務省令及
び番号法第１９条第１４号に基づき、事務手続き
ごとに情報照会者、情報提供者、照会・提供可
能な特定個人情報をリスト化したもの。

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
（略）
（※２）番号法の規定による情報提供ネットワー
クシステムを使用した特定個人情報の提供に係
る事務及び特定個人情報を一覧化し、情報照
会の可否を判断するために使用するもの。

事後

記載方法の見直し（法令の改
正による形式的な修正）であ
り、重要な変更には当たらな
い。

令和7年10月31日 Ⅳ-3.その他のリスク

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバ・プラットフォームを活用することに
より、統一した設備環境による高レベルのセ
キュリティ管理（入退室管理等）、ITリテラシの高
い運用担当者によるセキュリティリスクの低減、
及び技術力の高い運用担当者による均一的で
安定したシステム運用・監視を実現する。

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバー・プラットフォームを活用すること
により、政府情報システムのためのセキュリティ
評価制度（ISMAP）に登録されたクラウドサービ
ス事業者による高レベルのセキュリティ管理（入
退室管理等）、ITリテラシの高い運用担当者に
よるセキュリティリスクの低減、及び技術力の高
い運用担当者による均一的で安定したシステム
運用、監視を実現する。

事後

個人のプライバシー等の権利
利益に影響を与え得る特定個
人情報の漏えいその他の事
態を発生させるリスクを相当
程度変動させるものではない
と考えられる変更は、重要な
変更には当たらないため、事
前の提出・公表が義務付けら
れない。

令和7年10月31日

Ⅵ 評価実施手続
3.第三者点検
①実施日

令和５年１月31日 令和7年9月12日 事後 再評価の実施に伴うもの。

令和7年10月31日

Ⅵ-2.国民・住民からの意見の
聴取
②実施日・期間

令和４年１２月９日から令和５年１月１０日まで
（３３日間）

令和7年7月7日から令和7年8月6日まで （31日
間）

事後 再評価の実施に伴うもの。
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